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（
3
）「
貸
渡
」
米
と
は
何
か

　

在
郷
人
別
の
入
牢
者
の
牢
賄
が
、
在
郷
か
ら
牢
へ
の
現
物
運
搬
が
困
難
で
あ
る
場

合
、
入
牢
者
は
藩
当
局
に
貸
渡
を
願
う
こ
と
に
な
る
。

　

馬
盗
人
の
番
所
「
脇
道
」（
間
道
）
の
案
内
を
し
た
廉
で
、
野
内
村
百
姓
七
兵
衛
が

野
内
町
奉
行
か
ら
吟
味
を
受
け
て
い
た
が
、
元
禄
九
年
六
月
二
十
三
日
、
弘
前
へ
引

き
上
げ
ら
れ
弘
前
牢
舎
と
な
っ
た
一
件
を
検
討
す
る
。
七
兵
衛
は
、
弘
前
牢
に
お
い

て
「
拝
領
賄
米
」
を
願
い
許
可
さ
れ
て
い
た
が
、
九
月
か
ら
渡
さ
れ
て
い
な
い
と
野

内
町
奉
行
が
藩
当
局
に
申
し
立
て
る
。

一　

野
内
町
奉
行
山
本
三
郎
左
衛
門
・
堀
合
安
兵
衛
申
立
候
ハ
、
同
所
百
姓
七
兵
衛

当
夏
弘
前
牢
舎
被
仰
付
候
、
就
夫
拝
領
賄
米
先
達
而
願
申
上
被
仰
付
候
処
、
九
月

よ
り
相
渡
不
申
候
ニ
付
、
牢
奉
行
方
よ
り
賄
米
相
続
候
様
ニ
と
断
申
来
候
、
七
兵

衛
義
御
片
付
ケ
不
被
遊
牢
舎
中
御
賄
拝
領
奉
願
之
旨
申
立
候
付
、
此
度
貸
渡
可
申

由
夫
々
申
渡
之
（
傍
点
―
筆
者
）（「
国
日
記
」
元
禄
九
年
十
月
十
一
日
条
）

　

盗
馬
脇
道
案
内
の
疑
い
の
あ
る
表
7
―
1
の
♣
印
の
七
兵
衛（
408
番
）は
、
六
月
・

七
月
・
八
月
と
お
よ
そ
七
十
日
間
、
判
決
が
下
さ
れ
る
ま
で
賄
米
の
「
拝
領
」
を
許

さ
れ
吟
味
取
調
中
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
の
「
拝
領
」
の
意
味
が
、
弘
前
藩
か
ら
の

牢
賄
の
無
償
給
与
だ
と
仮
定
す
れ
ば
、「
拝
領
賄
米
」
は
、
例
え
ば
訴
人
の
約
束
に

元
禄
八
・
九
年
飢
饉
下
の
弘
前
藩
に
お
け
る
牢
死
に
つ
い
て（
下
）舘　

山　
　
　

誠

及
ん
だ
七
兵
衛
に
対
す
る
藩
当
局
か
ら
の
褒
美
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
等
、
様
々

な
仮
説
に
た
っ
た
考
察
の
余
地
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
の
「
拝
領
」
は
弘
前

藩
か
ら
の
無
償
給
与
を
意
味
せ
ず
、
野
内
村
拝
借
の
牢
米
と
し
て
、
村
の
返
済
が
義

務
づ
け
ら
れ
た
「
貸
渡
」
米
を
願
い
出
た
も
の
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
だ
。
七
兵
衛

は
、
飢
饉
下
の
村
は
疲
弊
し
て
お
り
、
か
つ
野
内
村
は
弘
前
か
ら
遠
所
で
あ
る
た
め

現
物
運
搬
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を
十
分
認
識
し
た
上
で
、「
拝
領
」
＝
拝
借
＝
「
貸

渡
」
を
願
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
九
月
よ
り
」（
日
付
は
不
明
）
渡
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
、
賄
米
の
継
続
の
必
要
性
な
ど
、「
牢
奉
行
方
よ
り
」
野
内
町
奉
行
へ
要

請
が
あ
り
、
そ
れ
を
請
け
た
野
内
町
奉
行
が
藩
当
局
へ
「
拝
領
」
米
＝
「
貸
渡
」
米

の
継
続
の
「
申
立
」
を
し
た
結
果
、
藩
当
局
は
再
び
「
貸
渡
」
す
こ
と
に
決
定
し
た
。

そ
の
こ
と
を
藩
当
局
が
野
内
町
奉
行
・
牢
奉
行
・
七
兵
衛
へ
告
げ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。

　

こ
の
一
件
で
重
要
な
の
は
、
七
兵
衛
が
一
定
期
間
、「
拝
領
」
米
＝
拝
借
米
を
「
相

渡
不
申
」
の
状
態
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
何
故
牢
賄
が
停
止
さ
れ
た
の
か
。
こ
の
問

は
重
要
で
あ
る
。

　

七
兵
衛
の
意
を
請
け
た
野
内
町
奉
行
が
願
い
、
弘
前
藩
当
局
が
許
可
（「
仰
付
」）

し
た
牢
賄
が
停
止
さ
れ
る
に
至
る
に
は
、
事
の
重
大
さ
に
見
合
う
程
に
七
兵
衛
側
に
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何
ら
か
の
瑕
疵
が
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
藩
当
局
側
の
牢
米
給
与
に
関
す
る
政
策
変

更
が
あ
っ
た
か
、
ど
ち
ら
か
が
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
野
内
町
奉

行
の
再
度
の
願
い
に
よ
り
、
藩
当
局
が
再
び
七
兵
衛
に
牢
賄
を
貸
し
渡
す
こ
と
に

な
っ
た
経
緯
を
考
え
る
と
、
こ
の
事
態
の
原
因
は
七
兵
衛
側
の
瑕
疵
に
あ
っ
た
と
考

え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
具
体
的
に
言
う
な
ら
ば
、
弘
前
牢
入
牢
以
来
、
二
〜
三
ヶ
月
余

の
吟
味
が
な
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
七
兵
衛
は
藩
当
局
に
期
待
さ
れ
た
有
効
な

自
白
を
し
な
か
っ
た
こ
と
、「
御
片
付
」（
判
決
）
ま
で
至
ら
ず
、
藩
当
局
が
罪
状
の

確
か
な
自
白
を
未
だ
得
ら
れ
て
お
ら
ず
、
以
後
も
得
ら
れ
る
見
込
み
が
な
い
と
判
断

し
た
こ
と
に
、
牢
賄
停
止
の
原
因
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
入
牢
者
は
「
拝
領

（
貸
渡
）
願
」
に
お
い
て
、
藩
当
局
の
吟
味
に
協
力
し
、
陳
べ
る
（
噓
を
言
っ
た
り
、

事
実
と
異
な
る
こ
と
を
白
状
す
る
こ
と
な
ど
を
意
味
す
る
）
こ
と
な
く
、
実
意
あ
る

自
白
を
約
束
さ
せ
ら
れ
た
う
え
で
、
牢
賄
を
許
可
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
弘
前
藩
当
局
は
、
♣
印
の
七
兵
衛
（
408
番
）
の
吟
味
に
お
い
て
そ
の
見
込
み

を
持
て
な
い
と
見
切
り
を
つ
け
た
結
果
、
賄
米
の
貸
渡
を
停
止
し
た
。
そ
れ
は
ま

た
、
藩
当
局
の
心
証
を
根
拠
に
事
実
上
の
死
罪
に
落
着
さ
せ
た
と
も
推
定
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　

さ
て
、
七
兵
衛
は
こ
の
時
点
で
、
通
常
は
牢
死
＝
餓
死
・
病
死
の
淵
に
落
と
さ
れ

る
は
ず
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
牢
奉
行
↓
野
内
町
奉
行
↓
弘
前
藩
当
局
の
順
に
、

「
賄
米
相
続
候
様
」
に
と
の
願
が
廻
り
、
実
際
貸
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
体

そ
こ
に
何
が
あ
っ
た
の
か
。
実
は
、
そ
こ
に
は
野
内
町
同
心
小
頭
桜
庭
仁
右
衞
門
な

る
者
の
周
旋
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
桜
庭
は
、
野
内
村
の
盗
馬
脇
道
番
所
の
番

人
で
あ
り
な
が
ら
、
秘
か
に
七
兵
衛
等
と
申
し
合
い
、（
盗
）馬
を
通
行
さ
せ
て
い
た
。

後
日
、
そ
れ
が
発
覚
、
七
兵
衛
ら
と
共
に
獄
門
に
処
さ
れ
た
仲
間
で
あ
る
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
彼
が
牢
奉
行
に
働
き
か
け
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い）

76
（

。
七
兵
衛
は
、
弘

前
牢
入
牢
時
か
ら
食
料
な
ど
を
差
入
れ）

77
（

て
貰
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
一
年
半
後
の

獄
門
執
行
ま
で
存
え
る
の
で
あ
る
。
尚
、
七
兵
衛
は
、
弘
前
牢
入
牢
以
来
、
少
な
く

と
も
四
五
人
の
牢
死
・
死
骸
片
付
・
取
捨
に
際
会
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
（
表
7
―

1
）。
表
7
―
1
の
♣
印
の
90
番
「
彦
右
衛
門
」（
野
内
町
あ
る
い
は
青
森
漁
師
町
居

住
）
は
、
当
一
件
で
七
兵
衛
と
同
日
に
弘
前
牢
舎
と
な
っ
た
が
、
在
牢
三
八
日
、
七

月
三
十
日
に
牢
死
し
て
い
る
。
彦
右
衞
門
は
、
七
兵
衛
に
頼
ま
れ
て
脇
道
案
内
を
し

た
の
で
あ
る
が
、
七
兵
衛
や
桜
庭
仁
右
衞
門
ら
事
件
関
係
者
を
訴
人
す
る
こ
と
も
な

く
（
あ
る
い
は
彦
右
衞
門
は
実
際
に
、
仲
間
で
は
な
く
、
内
情
を
知
ら
な
か
っ
た
可

能
性
が
あ
る
）、
口
聞
・
拷
問
に
及
ば
れ
、
牢
賄
を
許
可
さ
れ
ず（
停
止
さ
れ
）餓
死
・

病
死
し
た
可
能
性
が
あ
る）

78
（

 

。
表
7
―
1
の
♣
印
の
408
番
七
兵
衛
と
表
7
―
1
の
♣

印
の
90
番
彦
右
衛
門
、
ま
た
そ
の
周
辺
の
入
牢
者
を
比
較
し
て
み
れ
ば
、
七
兵
衛
の

長
期
生
存
は
異
例
で
あ
る
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
七
兵
衛
以
外

の
牢
死
者
た
ち
の
短
期
間
の
死
亡
ぶ
り
が
む
し
ろ
異
例
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
こ
で
再
度
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
極
め
て
重
要
な
こ
と
は
、
弘
前

藩
が
「
貸
渡
」
す
牢
賄
は
、
勿
論
、
村
や
町
の
負
担
で
は
あ
る
も
の
の
、
実
際
に
「
貸

渡
」
す
権
限
は
藩
当
局
に
あ
り
、
牢
賄
が
個
々
の
入
牢
者
の
吟
味
の
成
り
行
き
次
第

に
左
右
さ
れ
る
許
可
制
だ
っ
た
蓋
然
性
が
極
め
て
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
拝

領
賄
米
先
達
而
願
申
上
被
仰
付
」
た
と
あ
る
が
、「
拝
領
（
貸
渡
）
願
」
の
よ
う
な

史
料
に
筆
者
は
出
会
っ
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
藩
当
局
の
口
頭
に
よ
る
「
仰
付
」
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
。
何
れ
に
せ
よ
、
短
期
間
の
入
牢
の
上
の
多
数
の
牢
死
現
象
は
、

許
可
制
の
視
点
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
ケ
ー
ス
が
多
い
の
で
あ
る
。
ま

た
、
許
可
に
漕
ぎ
着
け
た
と
し
て
も
、
何
れ
支
払
う
の
は
入
牢
者
の
家
族
、
ま
た
村
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な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
牢
賄
の
条
件
的
か
つ
差
別
的
給
与
が
、
元
禄

八
・
九
年
飢
饉
下
だ
け
で
な
く
、
平
時
に
お
い
て
も
な
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
、
ま

た
、
こ
の
「
貸
渡
」
米
に
利
息
が
付
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
調
査
が
必
要
で
あ
る
。

四
、
元
禄
八
・
九
年
飢
饉
下
の
牢
死
の
実
態

（
1
）
入
牢
日
数

　

表
6
は
、
弘
前
・
青
森
両
牢
と
、『
御
仕
置
裁
許
帳）

79
（

』
よ
り
採
集
し
た
牢
死
者
の

入
牢
日
数
帯
別
の
牢
死
員
数
、
ま
た
各
牢
の
平
均
入
牢
日
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
御
仕
置
裁
許
帳
』
に
掲
載
さ
れ
た
小
伝
馬
町
の
牢
・
揚
屋
・
揚
座
敷
の
総
入
牢
者

数
は
一
六
四
一
人
、
牢
死
者
数
は
奇
し
く
も
弘
前
・
青
森
両
牢
合
計
と
同
数
の
一
二

四
人
、
最
多
入
牢
日
数
は
一
八
四
三
日
、
最
少
入
牢
日
数
五
日
、
平
均
入
牢
日
数
は

二
二
九
・
七
日
、
牢
死
率
は
七
・
六
％
で
あ
る
。『
御
仕
置
裁
許
帳
』
は
「
裁
判
上
、

後
の
〔
例
〕
と
も
な
る
べ
き
事
例
」
を
抄
出
し
た
も
の
と
い
う
性
格
上
、
牢
帳
（
こ

応
に
信
頼
で
き
る
。

　

さ
て
、
飢
饉
下
の
二
年
間
の
弘
前
・
青
森
両
牢
の
牢
死
者
一
二
四
人
に
つ
い
て
み

て
み
る
。
総
入
牢
者
三
七
九
人
（
表
1
）、
最
多
入
牢
日
数
二
年
以
上
（
表
7
―

1
・
2
）、
最
少
入
牢
日
数
三
日
（
表
7
―
1
）、
両
牢
合
わ
せ
た
平
均
入
牢
日
数
は

八
〇
・
五
日
。
青
森
牢
平
均
入
牢
日
数
は
一
三
一
・
三
日
と
比
較
的
長
い
が
、
こ
れ

は
入
牢
者
数
が
少
数
で
あ
る
こ
と
、
飢
饉
以
前
か
ら
の
長
期
入
牢
者
が
複
数
い
た
こ

と
に
よ
る
（
表
7
―
2
）。
弘
前
牢
の
六
七
・
五
日
は
、
小
伝
馬
町
牢
の
二
二
九
・

七
日
と
比
し
て
も
、
異
常
さ
は
際
立
っ
て
い
る
が
、
入
牢
日
数
が
不
明
な
者
を
除

き
、
六
〇
日
以
内
に
死
亡
し
た
者
は
、
小
伝
馬
町
牢
二
七
・
四
％
に
対
し
弘
前
牢
六

七
・
〇
％
、
九
〇
日
以
内
に
死
亡
し
た
者
は
、
小
伝
馬
町
牢
三
六
・
三
％
に
対
し
弘

前
牢
八
一
・
八
％
に
上
る
。
本
稿
（
上
）
に
註
記
（
15
）
し
た
よ
う
に
、
入
牢
日
数

か
ら
み
た
場
合
の
弘
前
牢
の
入
牢
者
は
、
水
分
補
給
の
み
の
絶
食
状
態
に
よ
っ
て
惹

起
さ
れ
る
事
態
と
ほ
ぼ
同
等
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
言
え
る
。

（
2
）
時
疫
流
行

　
「
国
日
記
」
元
禄
九
年
二
月
七
日
条
に
よ
れ
ば
、
時
疫
流
行
に
つ
き
最
勝
院
が
祈

祷
と
火
難
消
除
の
札
を
百
沢
寺
・
橋
雲
寺
に
申
付
け
て
い
る
。
ま
た
、「
国
日
記
」

元
禄
九
年
二
月
二
十
九
日
条
に
は
、「
於
在
々
疫
病
時
行
候
由
」
郡
奉
行
よ
り
申
し

出
が
あ
り
、「
外
浜
・
下
之
切
筋
」
に
町
医
二
人
ず
つ
を
派
遣
の
予
定
と
記
さ
れ
て

い
る
。
古
今
東
西
、
飢
饉
に
は
時
疫
流
行
が
伴
う
の
が
常
で
あ
り
、
元
禄
飢
饉
に
お

い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
時
疫
が
如
何
な
る
病
で
あ
る
か
は
、
不
明
で

あ
る
。
牢
内
に
お
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
療
治
が
な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

一　

牢
舎
之
者
病
気
ニ
而
医
者
に
見
せ
候
節
者
、
医
者
脇
差
を
番
所
ニ
差
置
、
病
人
牢

表 6　牢死者の入牢日数

入牢日数 弘前・青森両
牢人数（％）

『御仕置裁許
帳』に見られる
入牢人数（％）

１日～10日 11（ 8.9） 2（ 1.6）
11日～30日 19（15.3） 13（10.5）
31日～60日 29（23.4） 19（15.3）
61日～90日 13（10.5） 11（ 8.9）
91日～１年未満 10（ 8.1） 48（38.7）
１年以上 6（ 4.8） 19（ 9.7）
不明 36（29.0） 12（ 9.7）

計 124（ 100） 124（ 100）
弘前牢平均入牢日数 67.5日
青森牢平均入牢日数 131.3日
両牢平均入牢日数 80.5日
江戸小伝馬町牢平均入牢日数 229.7日

元禄八・九年「国日記」と『御仕置裁許帳』を
もとに作成した。

の
当
時
の
も
の
は
現
存
し
な
い
）

の
悉
皆
調
査
に
よ
る
牢
死
率
の

算
定
に
比
す
れ
ば
、
そ
の
信
頼

度
が
落
ち
る
事
は
否
め
な
い
。

た
だ
、
刑
罪
の
分
類
区
分
と
抄

出
に
お
い
て
、
牢
死
の
観
点
は

考
慮
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
意

味
で
は
牢
死
者
の
抄
出
の
不
作

為
が
担
保
さ
れ
、
牢
死
率
は
相
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屋
之
内
よ
り
手
を
出
さ
せ
脈
取
せ
可
申
候
、
若
病
気
之
品
ニ
寄
左
様
に
難
成
者
ハ

相
伺
可
任
差
図
事
（『
御
用
格
〈
寛
政
本
〉』
第
十
三
牢
屋
之
部
）

　

牢
死
者
の
中
で
も
、
牢
内
で
煩
い
、
医
者
に
診
て
も
ら
い
、
薬
用
を
施
さ
れ
た
者

が
、
四
九
・
二
％
を
占
め
る
。
煩
も
せ
ず
、
医
者
・
薬
用
も
遣
わ
さ
れ
な
か
っ
た
者

は
、
二
五
・
八
％
に
す
ぎ
な
い
（
表
7
―
1
・
2
）。

（
3
）
自
白
と
拷
問
と
牢
死

（
ⅰ
）
自
白
至
上
主
義

　

自
白
と
は
、「
自
己
の
犯
罪
事
実
お
よ
び
刑
事
責
任
を
認
め
る
こ
と
」（『
精
選
版 　

 

日
本
国
語
大
辞
典
』）
で
あ
り
、「
国
日
記
」
等
の
記
述
で
は
「
白
状
」
が
同
義
語
と

し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。「『
養
老
令
』
獄
令
に
よ
れ
ば
、『
自
白
は
証
拠
の
王
』
の

格
言
の
ご
と
く
、
自
白
が
あ
れ
ば
、
裁
判
の
官
は
、
他
に
人
的
、
物
的
証
拠
が
な
く

て
も
、
被
告
の
有
罪
を
決
し
え
た）

80
（

」。
し
か
し
、
鎌
倉
幕
府
制
定
の
「
御
成
敗
式
目
」

や
「
検
断
法
規
」
に
お
い
て
は
、「
地
頭
の
検
断
面
で
の
苛
政
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
」

た
め
、
拷
問
に
よ
っ
て
責
め
取
っ
た
自
白
の
「
証
拠
価
値
は
明
確
に
否
定
」
さ
れ
、

贓
物
に
証
拠
価
値
を
認
め
、
自
白
を
「
支
証
の
一
つ
」
の
地
位
に
置
い
た
。
そ
れ
が

鎌
倉
幕
府
の
基
本
的
姿
勢
で
あ
っ
た）

81
（

。
た
だ
、
当
時
の
地
下
の
生
活
世
界
で
は
、
盗

み
に
対
す
る
過
酷
な
地
下
検
断
例）

82
（

が
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
自
白
の
証
拠
力
の
点
で
は

抑
制
的
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
時
期
を
へ
て
、
自
白
は
室

町
幕
府
法
に
お
い
て
も
重
視
さ
れ
、
近
世
江
戸
幕
府
法
に
お
い
て
は
偏
重
さ
れ
る
に

至
っ
た）

83
（

。
す
な
わ
ち
、「
自
白
を
裏
づ
け
る
人
的
・
物
的
證
據
は
有
罪
判
決
に
絶
對

不
可
缺
の
要
件
で
は
な
」
く
、「
有
罪
判
決
に
は
、
自
白
を
要
し
、
か
つ
、
自
白
が

あ
れ
ば
足
り
た）

84
（

」。
こ
れ
に
よ
り
以
下
の
二
点
が
結
果
す
る
。
一
つ
は
、
被
疑
者
の

自
白
が
な
け
れ
ば
判
決
の
段
階
に
進
め
ず
、
そ
の
た
め
「
痛
吟
味
」「
厳
敷
吟
味
」

と
言
わ
れ
る
責せ

き
も
ん問

（
牢ろ

う
も
ん問

と
狭
義
の
拷
問
）
が
不
可
避
的
に
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
二
つ
目
は
、
そ
の
一
方
で
有
罪
を
確
信
さ
せ
る
人
的
・
物
的
証
拠
、
ま
た
共
犯

者
や
事
件
関
連
の
者
と
の
供
述
の
符
合
が
得
ら
れ
な
く
て
も
、
本
人
の
自
白
さ
え
あ

れ
ば
、
吟
味
担
当
者
は
さ
し
た
る
心
理
的
負
担
も
な
く
、
ま
た
公
儀
と
し
て
の
威
光

も
疵
付
く
こ
と
な
く
、
吟
味
・
仕
置
を
な
し
え
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
本
人

が
自
ら
の
有
罪
性
を
認
め
る
供
述
程
、
事
の
実
体
的
真
実
性
を
保
証
す
る
も
の
は
な

い
と
い
う
わ
け
で
あ
る）

85
（

。
付
言
す
れ
ば
、「
今
日
で
も
『
自
白
は
証
拠
の
女
王
』
で

あ
り
、
そ
の
た
め
捜
査
官
は
、
い
き
お
い
法
に
違
反
し
て
自
白
を
取
り
、
そ
れ
を
も

と
に
証
拠
が
た
め
を
し
た
が
る）

86
（

」
の
で
あ
り
、
自
白
の
証
拠
と
し
て
の
威
力
は
依
然

と
し
て
人
々
を
惹
き
付
け
て
止
ま
な
い
。

　

さ
て
、
江
戸
期
の
被
疑
者
は
、
幕
藩
支
配
権
力
を
背
負
っ
た｢

穿
鑿
人｣

に
対
し

て
、
ほ
ぼ
裸
で
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
し
て
例
え
ば
、
自
己
負
罪
拒
否

の
理
屈
な
ど
は
、
吟
味
の
現
場
に
お
い
て
通
用
し
な
い
ば
か
り
か
、
確
信
犯
的
に
公

儀
の
威
光
を
損
じ
る
態
度
と
み
ら
れ
、
厳
科
に
処
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
江
戸
幕
藩
権
力

は
、
被
疑
者
保
護
の
た
め
の
法
規
範
あ
る
い
は
規
範
的
倫
理
の
衣
も
剝
ぎ
取
り
、
御

仁
恵
賦
与
の
対
象
た
る
赤
子
に
仕
立
て
た
上
で
、
高
声
の
教
諭
を
言
い
聞
か
せ
つ
つ

御
赦
免
あ
る
い
は
御
仕
置
を
執
行
す
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
拷
問
の
有
無
に
拘
わ
ら
ず
、
自
己
の
罪
状
を
自
白
し
た
者
は
、
処
罰
さ
れ

る
。

　

と
こ
ろ
で
、
江
戸
期
の
人
々
は
、
物
事
に
素
直
で
、
や
っ
た
事
は
正
直
に
白
状
す

る
と
い
う
心
性
を
、
現
代
人
よ
り
も
持
っ
て
い
た
な
ど
と
仮
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

大
方
は
、
そ
れ
こ
そ
命
懸
け
で
陳
べ
て
（
似
白
状
）、
自
身
を
防
禦
す
る
だ
ろ
う
。
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そ
の
心
性
は
、
時
代
と
世
界
地
理
を
越
え
た
人
間
の
一
般
的
属
性
で
あ
る
。
物
証
・

人
証
が
有
効
な
証
拠
と
見
な
さ
れ
ず
、
事
犯
の
落
着
の
た
め
に
自
白
と
そ
れ
に
附
随

す
る
拷
問
を
必
須
と
し
た
幕
藩
刑
事
訴
訟
法
（
あ
る
い
は
刑
事
訴
訟
法
の
欠
如
）
こ

そ
、
多
く
の
被
疑
者
を
長
期
拘
禁
し
、
無
罪ｰ

有
罪
の
未
決
定
空
間
（
牢
舎
）
に
宙

吊
り
に
し
た
ま
ま
、
牢
死
へ
と
放
下
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
幕
藩
制
国
家
に
お

い
て
は
、
牢
死
が
制
度
化
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。

　

元
禄
飢
饉
下
の
弘
前
藩
の
牢
に
お
け
る
大
量
牢
死
の
主
因
の
一
つ
と
し
て
、
極
度

に
貧
弱
な
牢
賄
や
牢
の
過
剰
拘
禁
と
と
も
に
、
江
戸
時
代
の
刑
事
訴
訟
の
あ
り
方
と

し
て
の
自
白
至
上
主
義
が
果
た
し
た
役
割
は
、
格
段
に
大
き
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
ⅱ
）
不
可
避
の
拷
問　

　
「
国
日
記
」
の
「
口
聞）

87
（

」
と
は
、
被
疑
者
の
自
白
を
得
る
た
め
、
口
頭
尋
問
（
口く

ち
と
い問

）

か
ら
始
ま
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
牢
問
や
狭
義
の
拷
問
を
科
す
る
一
連
の
僉
議
・
吟

味
の
過
程
を
指
す
。
被
疑
者
が
犯
罪
事
実
を
認
め
、「
吟
味
詰
り
之
口
書
」
に
押
印

し
て
、
吟
味
了
と
な
り）

88
（

、
あ
と
は
科
さ
れ
る
刑
罰
を
待
つ
だ
け
と
な
る
。
た
と
え
自

己
の
罪
状
に
つ
き
異
議
を
な
し
自
白
を
し
な
い
場
合
で
も
、
吟
味
担
当
責
任
者
は
少

な
く
と
も
「
科
せ
ら
れ
る
刑
罰
に
伏
す
る
意
思
を
表
示
し
た
口
書
に
押
印
せ
し
め
」、

す
な
わ
ち
「
伏
罪
」
せ
し
め
て
、「
一
等
減
刑
」
な
ど
し
て
「
察さ

っ
と
づ
め

度
詰
」
の
仕
置
を

し
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う）

89
（

。
入
牢
後
の
「
口
聞
」
の
段
階
で
は
、
吟
味
担
当
者
に
よ

る
実
体
的
真
実
追
及
と
い
う
本
来
の
目
的
が
差
し
措
か
れ
、「
御
威
光
」
や
「
御
体

裁
」
へ
の
配
慮
の
方
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
も
往
々
あ
る
。
被
疑
者
は
真
犯
人
の
ご
と

く
扱
わ
れ
、
吟
味
の
結
果
釈
放
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
も
の
の
、
自
白
を
拒
む
者
に

対
し
て
は
、「
口
聞
」
が
繰
り
返
さ
れ
、
そ
の
た
め
入
牢
期
間
が
長
期
に
及
ぶ
こ
と

に
な
り
、
牢
死
の
可
能
性
も
一
段
と
高
く
な
っ
た
。
元
禄
八
・
九
年
の
弘
前
藩
に
お

い
て
は
「
察
度
詰
」
の
史
料
は
確
認
で
き
ず
、
む
し
ろ
罪
状
明
白
に
も
か
か
わ
ら
ず

自
白
し
な
い
こ
と
か
ら
、
本
罪
の
獄
門
か
ら
極
刑
の
磔
に
処
せ
ら
れ
た
事
例
さ
え

あ
っ
た
（
表
7
―
1
の
×
印
174
番
の
三
九
郎
）。

　

弘
前
藩
で
は
、
牢
問
と
呼
ば
れ
る
笞む

ち
う
ち打

・
石い

し
だ
き抱

・
海え

び
ぜ
め

老
責
と
狭
義
の
拷
問
と
さ
れ

る
釣つ

る
し
ぜ
め責を

総
称
し
て
広
義
の
「
拷
問
」
と
呼
ん
だ）

90
（

。
本
稿
で
も
「
拷
問
」
は
、
広
義

の
「
拷
問
」
を
意
味
す
る
語
句
と
し
て
使
用
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、『
公
事
方
御
定
書）

91
（

』
に
は
、「
八
十
三　

拷
問
可
申
付
品
之
事
」
と
し

て
、「
一
人
殺　

一
火
附　

一
盗
賊　

一
關
所
破　

一
謀
書
謀
判
」
が
挙
示
さ
れ
、

「
右
之
分
、
悪
事
い
た
し
候
證
據
慥
に
候
得
共
、
不
致
白
状
も
の
、
并
同
類
之
内
白

状
い
た
し
候
得
共
、
當
人
不
致
白
状
者
」、
ま
た
、「
詮
議
之
内
不
決
、
外
ニ
悪
事
分

明
ニ
相
知
、
其
科
ニ
而
死
罪
可
被
行
も
の
」、
つ
ま
り
一
件
の
詮
議
中
に
他
の
悪
事

が
判
明
し
、
そ
れ
が
死
罪
以
上
に
当
た
る
場
合
、
拷
問
を
科
す
こ
と
が
で
き
た
。
こ

の
場
合
の
拷
問
と
は
狭
義
の
拷
問
、
釣
責
の
こ
と
で
あ
る
が
、
幕
府
で
は
牢
問
の

「
海
老
責
」
と
と
も
に
滅
多
に
執
行
は
さ
れ
な
か
っ
た）

92
（

と
言
わ
れ
る
。「
国
日
記
」
元

禄
九
年
四
月
十
一
日
条
に
は
、「
海
老
向
」
の
執
行
を
指
示
す
る
記
述
が
あ
り
、
こ

れ
は
牢
問
の
「
海
老
責
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
狭
義
の
拷
問

の
執
行
は
、
厳
格
な
条
件
・
手
続
き
を
課
し
た
上
で
な
さ
れ
る
よ
う
規
定
さ
れ
て
い

る
が
、「
證
據
分
明
で
あ
る
か
ど
う
か
は
擧
げ
て
役
人
の
自
由
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て

お
り
、
た
だ
一
人
の
證
言
だ
け
を
頼
り
に
牢
問
、
拷
問
を
な
し
え
た
と
す
れ
ば
、
少

な
く
と
も
現
代
的
な
觀
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
要
件
は
ほ
と
ん
ど
被
糾
問
者
の
た
め

に
保
障
と
し
て
機
能
し
な
か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
捜
査
の
必
要
の
前
に
は
、

『
罪
科
之
證
據
分
明
』
と
い
う
要
件
は
空
文
に
近
か
っ
た
の
で
あ
る）

93
（

。」
ま
た
、「
証
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拠
分
明
之
上
は
、
白
状
不
致
筋
は
無
之
筈
ニ
而
落
命
候
迄
も
厳
敷
責
問
有
之
候
方
と

存
候
」
と
考
え
ら
れ
、「
格
外
之
手
荒
成
儀
も
無
之
候
ハ
ヽ
、
穿
鑿
人
咎
ニ
及
間
敷

候）
94
（

」
と
あ
り
、「
穿
鑿
人
」
が
被
疑
者
を
死
に
至
ら
し
め
て
も
、「
格
外
之
手
荒
」
な

や
り
方
で
な
け
れ
ば
、
被
疑
者
死
亡
の
責
任
は
問
わ
れ
な
い
。
こ
の
地
点
は
、
江
戸

時
代
の
刑
政
の
特
質
た
る
、
自
白
と
拷
問
が
一
体
と
し
て
緊
密
に
結
び
付
い
た
吟
味

方
法
が
た
ど
り
つ
い
た
地
点
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
、
牢
死
と
冤
罪
が
た
や
す
く

容
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

元
禄
八
・
九
年
の
「
国
日
記
」
に
明
記
さ
れ
た
「
口
聞
」・「
拷
問
」
の
数
は
、
弘

前
牢
・
青
森
牢
併
せ
て
五
七
人
と
な
っ
て
い
る
（
表
1
）。
そ
の
う
ち
大
部
分
が
元

禄
九
年
に
実
行
さ
れ
て
い
る
。
牢
死
者
一
二
四
人
の
う
ち
、「
口
聞
」
の
指
示
が
「
国

日
記
」
に
明
記
さ
れ
た
者
六
人
、「
拷
問
」
の
指
示
が
明
記
さ
れ
た
者
九
人
（
表
7

―
1
・
2
）
と
数
は
多
く
な
い
。
牢
問
（「
口
聞
」・「
拷
問
」）
は
、
牢
前
で
行
わ
れ

る
（
表
7
―
1
の
45
番
）
こ
と
も
あ
れ
ば
、
家
老
以
下
主
要
な
役
人
出
座
の
上
で
、

「
会
所
」・「
評
定
所
」
で
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た）

95
（

。
し
か
し
、「
国
日
記
」
に
は
記

述
さ
れ
な
い
入
牢
前
後
の
下
吟
味）

96
（

に
お
い
て
は
、
弘
前
町
内
の
諸
施
設
ほ
か
、
領
内

の
各
支
配
所
に
お
い
て
、
広
義
の
拷
問
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
ⅲ
）
解
決
策
と
し
て
の
牢
死

　

幕
末
期
、
評
定
所
留
役
や
目
付
、
奈
良
奉
行
の
経
験
を
も
つ
小
俣
景
徳
は
、
当
時

の
自
白
と
拷
問
に
つ
い
て
、
左
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

…
問
「
何
か
食
物
を
與
へ
ぬ
と
い
ふ
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
か
、
或
は
盬
を
や
ら

ぬ
と
か
水
を
や
ら
ぬ
と
か
い
ふ
様
な
事
が
あ
り
ま
し
た
か
」、
答
「
そ
れ
は
決

し
て
な
い
の
で
あ
り
ま
す
、
…
」、
…
問
「
白
状
し
な
け
れ
ば
罪
に
落
す
事
は

あ
り
ま
せ
ぬ
か
」、
答
「
左
様
拇
印
を
し
な
け
れ
ば
拷
問
を
止
め
ぬ
の
で
あ
り

ま
す
」、
問
「
拇
印
を
し
な
け
れ
ば
始
終
牢
へ
打
込
ん
で
置
く
の
で
あ
り
ま
す

か
」、
答
「
左
様
、
何
う
も
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ぬ
」、
問
「
年
限
が
あ
り
ま
す
か
」、

答
「
年
限
は
な
い
様
で
あ
り
ま
す）

97
（

」

　

｢

拇
印｣

と
は
、｢

吟
味
詰
り
之
口
書｣

へ
の
押
印
（
爪
印
）
の
こ
と
で
あ
り
、
こ

れ
に
よ
り
被
疑
者
が
犯
罪
事
実
を
認
定
し
、
罪
状
が
確
定
す
る
こ
と
に
な
る
。｢

拇

印｣

を
押
さ
な
け
れ
ば
、
広
義
の
拷
問
（
牢
問
）
が
、
繰
り
返
さ
れ
る
。
自
白
し
な

け
れ
ば
入
牢
は
長
期
に
及
び
、
牢
内
の
環
境
、
と
り
わ
け
牢
賄
と
牢
の
混
雑
、
牢
施

設
内
の
人
的
葛
藤
な
ど
に
よ
り
、
牢
死
の
可
能
性
が
高
ま
る
。
こ
の
牢
死
の
事
態
は
、

偶
然
的
現
象
で
は
な
く
、
吟
味
過
程
に
お
い
て
自
白
が
不
可
欠
と
さ
れ
た
こ
と
に
由

来
す
る
様
々
な
不
都
合
・
矛
盾
の
、
一
つ
の
解
決
策
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
、
解
決
さ
れ
る
べ
き
は
、
如
何
な
る
事
態
で
あ
っ
た
か
。

　

第
一
は
、
磔
・
火
罪
な
ど
の
執
行
に
要
す
る
人
件
費
・
諸
材
料
設
備
費
の
軽
減
、

す
な
わ
ち
吟
味
・
仕
置
・
行
刑
の
入
用
費
の
側
面
。
例
え
ば
、
弘
前
藩
の
牢
死
者
は
、

多
く
が
牢
屋
の
付
近
に
埋
め
捨
て
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る）

98
（

。
安
上
が
り
の
極
み
で
あ

る
。
第
二
は
、
冤
罪
の
懸
念
な
ど
、
吟
味
仕
置
担
当
者
ら
の
心
理
的
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

か
ら
の
解
放
の
側
面
。
牢
死
者
の
大
部
分
は
、
斬
首
さ
れ
ず
に
あ
た
か
も
自
然
死
の

よ
う
な
位
相
で
今
世
か
ら
消
え
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
冤
罪
の
可
能
性
も
あ
っ
た

者
の
牢
死
は
、
偶
然
死
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
た
上
、
藩
の
刑
罪
担
当
者
の
心
理
的
負
荷

を
軽
く
す
る
機
能
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
第
三
は
、
自
白
は
取
れ
な
い
が
心
証
そ

の
他
に
よ
り
限
り
な
く
有
罪
に
近
い
入
牢
者
を
事
実
上
の
死
罪
と
し
て
処
断
す
る
機

能
が
牢
死
に
あ
っ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
最
後
は
、
統
治
支
配
者
（
公
儀
）
と

し
て
の
責
任
如
何
の
側
面
で
あ
る
。
例
え
ば
、
幕
府
が
小
伝
馬
町
牢
の
病
人
・
幼
少

者
な
ど
を
非
人
頭
支
配
の
溜
（
浅
草
・
品
川
）
へ
移
す
が
ご
と
き
、
ま
た
弘
前
藩
を
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表
7
-
1
　
牢
死
者
出
入
一
覧
（
弘
前
牢
）
と
関
連
人
物

番
号

記
号

人
名

住
居
町
村

罪
状

判
決

煩
・
医
・

薬
拷
問
等

死
骸

入
牢

日
数

元
禄
８
年

元
禄
９
年

以
前

12月
正
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

10月
11月

12月
3

作
十
郎

野
崎
村

枡
取
・
科
あ
り

1
片
付

552日
♦
8/17

4
太
次
兵
衛

六
枚
橋
村

御
用
木
詐
取

死
罪

0
弘
前
引
上

2年
以
上

♦
♦
６

5
八
兵
衛

板
之
間
の
者

御
膳
方
不
届

3
片
付

353日
♦7年12/12

♦
10

6
徳
兵
衛

出
崎
村

兄
夫
婦
殺
し

死
骸
獄
門

1
不
明

♦
14

7
＊

太
次
兵
衛

金
木
村

火
付
・
盗

死
骸
獄
門

0
口
聞

7日
♦
14･20

8
安
兵
衛

三
目
内
村

科
人

1
取
捨

不
明

♦
３

10
＊

清
三
郎

東
長
町
借
屋

蕨
蔵
盗

0
片
付

9日
♦
11・19

11
＊

作
十
郎

板
屋
野
木
村

変
名
・
盗

0
片
付

8日
♦
12・19

12
＊

長
兵
衛

小
国

村
種市文右衞門物置盗

0
片
付

10日
♦
12

♦
21

13
山
三
郎

和
徳
町

盗
2

片
付

不
明

♦
26

14
弥
次
兵
衛

石
渡

2
片
付

1ヵ月以上
♦
?

♦
♦

♦
１

16
次
郎
左
衛
門

東
長
町
借
屋

盗
3

片
付

不
明

♦
４

18
弥
十
郎

下
鍛
治
町
借
家

盗
3

片
付

28日
♦
10

♦
♦

♦
７

19
長
三
郎

大
性
村

盗
3

片
付

不
明

♦
13

21
五
郎
兵
衛

不
明

盗
3

片
付

不
明

♦
18

22
太
郎
兵
衛

強
巻
村

不
明

3
片
付

不
明

♦
19

24
清
兵
衛

新
町

盗
3

片
付

36日
♦
16

♦
♦

♦
♦
21

25
＊

山
三
郎

袋
宮
寺
門
前

漆
木
盗

3
片
付

14日
♦
10

♦
♦
23

26
山
伏
近
所
院

南
部
田
名
部

観
音
堂
火
付
・
盗

3
片
付

24日
♦
２

♦
♦
25

27
長
左
衛
門

東
長
町
借
屋

御
用

盗
3

片
付

24日
♦
８

♦
♦

♦
２

29
仁
左
衛
門

茂
森
町

盗
1

片
付

不
明

♦
６

31
三
助

東
長
町

隼
人
馬
屋
轡
盗

1
捨
置

49日
♦
22

♦
♦

♦
♦

♦
11

32
太
次
右
衞
門

下
桶
屋
町

盗
1

取
捨

不
明

♦
13

33
＊

次
兵
衛

土
器
町

盗
人
宿

3
片
付

5日
♦
13・17

34
〇

勘
太

広
野
村

火
付
・
殺
人
の
子

火
付
縁
座

1
片
付

57日
♦
21

♦
♦

♦
♦

♦
18

35
万
助（

座
当
悴
）
座
頭
倅

徒
者

3
片
付

33日
♦
17

♦
♦

♦
20

38
＊

長
次
郎

新
町

玄
蕃
屋
敷
囲
破

0
取
捨

14日
♦
16

♦
29

39
八
兵
衛

森岡主膳菜園守
耕
春
院
門
前
盗

0
取
捨

77日
♦
12

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
29

41
弥
兵
衛

日
照
田
村

兄
の
蔵
破

南
部
口
追
放

1
取
捨

不
明

♦
６

42
源
三
郎

強
巻
村
高
無

盗
人

3
取
捨

不
明

♦
14

43
十
兵
衛

川
山
村

鉄
蔵
番
人
盗

0
片
付

47日
♦
７

♦
♦

♦
♦

♦
24

44
長
助

水
鶏
館
村

盗
3

取
捨

不
明

♦
28

45
惣
三
郎

森
岡
主
膳
家
来

主
膳
大
豆
盗

3
牢
前
拷
問
取
捨

47日
♦
13

♦
♦

♦
♦
30

46
仁
兵
衛

新
岡
村

盗
3

取
捨

22日
♦
９

♦
♦
30

47
◇

庄
左
衛
門

亀
田
村

不
明

3
取
捨

不
明

♦
30

48
◇

子
・
庄
大
夫

亀
田
村

不
明

3
取
捨

不
明

♦
30

49
長
三
郎

浪
岡
村

蔵
破
り
盗

1
取
捨

42日
♦
24

♦
♦

♦
♦
６

50
〇

長
次
郎
女
房

広
野
村

火
付・殺

人
の
女
房

火
付
縁
座

1
取
捨

103日
♦
21

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦
６

51
万
助

西
之
関
村

不
明

3
取
捨

不
明

♦
10

151
〇

杢
兵
衛

広
野
村

火
付
・
殺
人

火
罪

弘
前
牢

於
相
野
村

110日
×
21

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
12

152
〇

長
次
郎

広
野
村

火
付
・
殺
人

火
罪

弘
前
牢

於
相
野
村

110日
×
21

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
12

53
虎
之
助
女
房
か
ね

中鞘師町借屋虎之助
幼
児
勾
引
・
盗

1
取
捨

68日
♦
９

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
17

54
孫
右
衛
門

亀
田
村

盗
人

3
取
捨

不
明

♦
20

55
清
之
丞

赤
茶
村

不
明

3
取
捨

不
明

♦
20

56
〇

杢
兵
衛
子
辰

広
野
村

火
付
・
殺
人
の
子

火
付
縁
座

3
取
捨

121日
♦
21

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦
23

57
作

胡
桃
館
村

盗
人

3
取
捨

不
明

♦
24

58
左
兵
衛

横
萢
村

盗
人

3
取
捨

不
明

♦
26

59
勘
太

中
畑
村

盗
人

3
取
捨

不
明

♦
26

60
佐
五
兵
衛
子
さ
る

広
須
村
乞
食

火
付（

乞
食
埋
め
）

3
拷
問

埋
め
置
き
35日

♦
23

♦
♦

♦
27

61
傳
右
衞
門

東
長
町

不
明

3
片
付

不
明

♦
28

62
太
次
兵
衛

中
崎
村

船
鎹
盗
取

弘
前
追
放

0
取
捨

23日
♦
７

♦
♦
29

63
〇

杢
兵
衛
娘
う
ま

広
野
村

火
付
・
殺
人
の
娘

火
付
縁
座

1
取
捨

130日
♦
21

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
３

64
孫
作

足
辺
岡
村

盗
人

1
取
捨

不
明

♦
３

65
＊

専
太

不
明

刀
・
脇
差
盗

3
取
捨

5日
♦
5･10
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番
号

記
号

人
名

住
居
町
村

罪
状

判
決

煩
・
医
・

薬
拷
問
等

死
骸

入
牢

日
数

元
禄
８
年

元
禄
９
年

以
前

12月
正
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

10月
11月

12月
66

〇
長
次
郎
子
松
兵
衛

広
野
村

火
付
・
殺
人
の
子

火
付
縁
座

3
取
捨

139日
♦
21

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦
12

67
治
郎

大
野
村

盗
人

3
取
捨

不
明

♦
12

68
助
十
郎

目
鹿
沢
村

盗
人

3
取
捨

不
明

♦
14

69
工
藤
喜
雲

土
手
町

扶
持
米
偽
請
取

3
取
捨

80日
♦
24

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦
14

70
惣
十
郎

猫
渕
村

盗
人

3
取
捨

不
明

♦
14

71
＊

次
郎

目
屋
野
沢
村

町
人
土
蔵
破
り

3
取
捨

10日
♦
７

♦
16

72
七
郎
兵
衛

亀
田
村

不
明

3
取
捨

不
明

♦
17

73
長
十
郎

前
田
屋
敷
村

盗
人

3
拷
問

取
捨

不
明

♦
20

74
＊

小
兵
衛

牛館村小三郎子
雪
隠
に
火
付

3
取
捨

19日
♦
４

♦
♦
22

75
太
郎
兵
衛

前田屋敷村高無
苗
代
苗
盗

3
片
付

34日
♦
20

♦
♦

♦
♦
24

76
庄
三
郎

中
村

不
明

3
片
付

不
明

♦
27

78
角
之
丞

新
田
野
田
村

盗
人

3
片
付

不
明

♦
４

79
佐
助

藤
崎
村

盗
人

南
部
口
追
放

3
取
捨

不
明

♦
５

80
〇

杢
兵
衛
子
徳

廣
野
村

火
付
・
殺
人
の
子

火
付
縁
座

3
片
付

163日
♦
21

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦
６

81
長
十
郎

板屋野木沖新田
不
明

3
拷
問

取
捨

75日
♦
23

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
８

82
半
左
衛
門

小山内彦右衞門家来
強
盗
傷
害

死
骸
死
罪

3
取
捨

不
明

♦
８

83
久
三
郎

茂
森
町

津
軽
玄
蕃
宅
盗

弘
前
五
里
四
方

3
取
捨

不
明

♦
８

84
＊

長
左
衛
門

土
手
後
町

盗
牢
舎
御
免

1
口
聞

片
付

10日
♦
２

♦
11

85
＊

喜
八

大
俵
村

盗
弘
前
七
里
追
放

1
片
付

13日
♦
30

♦
♦
11

229
〇

杢
兵
衛
女
房

広
野
村

火
付
け
縁
座

南
部
口

弘
前
牢

生
残
り

168日
△
21

△
△

△
△

△
△

△
△

△
△

△
△

△
△

△
△

△
11

377
♠

助
右
衛
門

濱
田
村
庄
屋

御救
、自分悪

と取替
牢
舎
・
赦
免

青
森
牢

149日
■
10

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
11

382
♠

太
次
兵
衛

尾
別
村
庄
屋

御
救
米
不
申
立

牢
舎
・
赦
免

弘
前
牢

139日
■
20

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■
11

436
♠

嘉
兵
衛

神
山
村
庄
屋

渇
百
姓
取
扱
麁
相

牢
舎
･御

免
弘
前
牢

急
度
申
聞
144日

■
15

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
11

86
甚
三
郎

鞘
師
町

盗
人

3
片
付

不
明

♦
23

87
◆
＊

次
左
衛
門

木
作
村

茶
屋
町
徒
者

1
片
付

19日
♦
７

♦
♦
26

88
不
時
右
衞
門

間山弥太右衞門家来
衣
類
盗
み
出
し

1
片
付

54日
♦
４

♦
♦

♦
♦

♦
27

89
＊

金
八

大
沢
村

町
人
家
へ
盗

1
片
付

18日
♦
10

♦
♦
27

90
♣

彦
右
衞
門

漁師町（野内町）脇
道
案
内

3
片
付

38日
□
？

□
□

□
□

□
□

□
♦
23

♦
♦

♦
30

408
♣

七
兵
衛

野
内
村

野
内
脇
道
案
内

牢
舎

弘
前
牢

元禄11年3月26日獄門
652日

□
？

□
□

□
□

□
□

□
×
23

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

91
◆

次
郎

独
狐
村

茶
屋
町
徒
者

0
取
捨

27日
♦
７

♦
♦

♦
２

93
◆

仁
助（

次
助
）

石
渡
茶
屋
町

茶
屋
町
徒
者

1
取
捨

29日
♦
７

♦
♦

♦
４

94
惣
次
郎

大
光
寺
村

不
明

1
取
捨

不
明

♦
４

95
さ
る

福
村

不
明

1
片
付

不
明

♦
６

96
勘
太
郎

土
堂
村

殺
人
・
欠
落

0
口
聞

取
捨

29日
♦
９

♦
♦

♦
７

97
◆

弥
三
郎

石
渡
茶
屋
町

茶
屋
町
徒
者

0
口
聞

取
捨

32日
♦
７

♦
♦

♦
７

98
松
右
衞
門

徳
田
町

89と
同
じ

弘
前
追
放

0
取
捨

31日
♦
10

♦
♦

♦
10

100
弥
兵
衛

町
居
村

下
人
殺
害

青
森
追
放

0
片
付

146日
♦
19

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
16

102
＊

仁
兵
衛

鞘
師
町

盗
物
売
り

0
片
付

3日
♦
21・23

103
◆

久
兵
衛

石
渡
茶
屋
町

茶
屋
町
徒
者

0
片
付

48日
♦
７

♦
♦

♦
♦

♦
23

104
＊

小
七
郎

藤
越
村

似
銀
仕

死
骸
獄
門

3
9日

♦
16

♦
24

105
◆

清
八

石
渡
村

茶
屋
町
徒
者

0
片
付

50日
♦
７

♦
♦

♦
♦

♦
25

106
＊

喜
兵
衛

東
長
町

常小屋壁破・盗品売り
0

片
付

4日
♦
23・26

107
◇

七
郎
次
郎

後
潟
村

若
者
騙
り
人
身
売

1
口
聞

片
付

90日
♦
27

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
27

108
◇

惣
兵
衛

小
橋
村

同
上

0
口
聞

片
付

91日
♦
27

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
28

109
◆

長
三
郎

独
狐
村

茶
屋
町
徒
者

0
片
付

53日
♦
７

♦
♦

♦
♦

♦
28

110
◆

長
吉

石
渡
茶
屋
町

同
上

1
片
付

56日
♦
７

♦
♦

♦
♦

♦
♦
２

111
次
郎

杉沢村勘三郎借屋
火
付
・
盗

死
骸
火
罪

3
113日

♦
８

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦
２

112
◆

甚
太
郎

石
渡
茶
屋
町

茶
屋
町
徒
者

1
片
付

61日
♦
７

♦
♦

♦
♦

♦
♦
８

113
＊

五
郎
兵
衛

野
内
町

乞
食
・
盗
・
徒
者

3
片
付

13日
♦
３

♦
15

168
×

助
左
衛
門

糠
坪
村

庄屋所盗（7月5日盗）獄
門

弘
前
牢

口
聞

76日
×
７

×
×

×
×

×
×

×
×
21

169
×

十
次
郎

糠
坪
村

同
上

獄
門

弘
前
牢

口
聞

76日
×
７

×
×

×
×

×
×

×
×
21

170
×

清
十
郎

糠
坪
村

同
上

獄
門

弘
前
牢

口
聞

76日
×
７

×
×

×
×

×
×

×
×
21

171
×

儀
右
衛
門

糠
坪
村

同
上

獄
門

弘
前
牢

口
聞

76日
×
７

×
×

×
×

×
×

×
×
21

172
×

長
三
郎

糠
坪
村

同
上

獄
門

弘
前
牢

口
聞

76日
×
７

×
×

×
×

×
×

×
×
21

173
×

孫
作

糠
坪
村

同
上

獄
門

弘
前
牢

口
聞

76日
×
７

×
×

×
×

×
×

×
×
21

174
×

三
九
郎

茶
屋
町

同
上
、｢達

而
不
存
｣
磔

弘
前
牢

口
聞

76日
×
７

×
×

×
×

×
×

×
×
21
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番
号

記
号

人
名

住
居
町
村

罪
状

判
決

煩
・
医
・

薬
拷
問
等

死
骸

入
牢

日
数

元
禄
８
年

元
禄
９
年

以
前

12月
正
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

10月
11月

12月
420

▲
孫
右
衛
門

茶
屋
町

糠
坪
村
盗
賊

牢舎･出牢・町預
弘
前
牢

口聞・訴人
町
預
赦
免
83日

■
７

■
■

■
■

■
■

■
20

□
□
７

421
▲

三
右
衞
門

小
人
町

糠
坪
村
盗
賊

牢舎･出牢・町預
弘
前
牢

口聞・訴人
町
預
赦
免
85日

■
７

■
■

■
■

■
■

■
22

□
□
７

422
■

左
兵
衛

茶
屋
町

糠
坪
村
盗
賊
宿

牢
舎
・
赦
免

弘
前
牢

口
聞

83日
■
７

■
■

■
■

■
■

■
20

423
■

九
左
衛
門

茶
屋
町

糠
坪
村
盗
賊
宿

牢
舎
・
赦
免

弘
前
牢

口
聞

83日
■
７

■
■

■
■

■
■

■
20

424
■

三
郎
兵
衛

茶
屋
町

糠
坪
村
盗
賊
宿

牢
舎
・
赦
免

弘
前
牢

口
聞

83日
■
７

■
■

■
■

■
■

■
20

425
■

八
左
衛
門

茶
屋
町

糠
坪
村
盗
賊
宿

牢
舎
・
赦
免

弘
前
牢

口
聞

83日
■
７

■
■

■
■

■
■

■
20

426
■

五
郎
作

茶
屋
町

糠
坪
村
盗
賊
宿

牢
舎
・
赦
免

弘
前
牢

口
聞

83日
■
７

■
■

■
■

■
■

■
20

427
■

清
三
郎

茶
屋
町

糠
坪
村
盗
賊
宿

牢
舎
・
赦
免

弘
前
牢

口
聞

83日
■
７

■
■

■
■

■
■

■
20

428
■

弥
兵
衛

茶
屋
町

糠
坪
村
盗
賊
宿

牢
舎
・
赦
免

弘
前
牢

口
聞

83日
■
７

■
■

■
■

■
■

■
20

429
■

山
三
郎

茶
屋
町

糠
坪
村
盗
賊
宿

牢
舎
・
赦
免

弘
前
牢

口
聞

83日
■
７

■
■

■
■

■
■

■
20

430
■

弥
兵
衛

茶
屋
町

糠
坪
村
盗
賊
宿

牢
舎
・
赦
免

弘
前
牢

口
聞

14才
83日

■
７

■
■

■
■

■
■

■
20

431
■

甚
兵
衛

茶
屋
町

糠
坪
村
盗
賊
宿

牢
舎
・
赦
免

弘
前
牢

口
聞

16才
83日

■
７

■
■

■
■

■
■

■
20

432
□

次（
五
）兵

衛
石
渡
御
蔵
町

関
係
な
し

牢
舎
・
赦
免

弘
前
牢

口
聞

83日
■
７

■
■

■
■

■
■

■
20

433
□

専
太

飯
詰
村

関
係
な
し

牢
舎
・
赦
免

弘
前
牢

口
聞

83日
■
７

■
■

■
■

■
■

■
20

326
●

助
左
衛
門
女
房

糠
坪
村

盗
賊
獄
門
妻

所
追
放

▲
19

327
●

長
三
郎
女
房

糠
坪
村

盗
賊
獄
門
妻

所
追
放

▲
19

328
●

孫
作
女
房

猫
右
衞
門
町

盗
賊
獄
門
妻

所
追
放

▲
19

187
×

久
兵
衛

高
杉
村

糠
坪
村
盗（

7月
）
獄
門

弘
前
牢

75日
×
２

×
×

×
×

×
×

×
17

114
権
七

野
木
村

殺
人
・
欠
落

0
片
付

65日
♦
19

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
24

115
徳
右
衞
門

門
外
村

盗
3

片
付

20日
♦
５

♦
♦
25

117
勘
左
衛
門
子
つ
ち

十
三
町

十
三
御
蔵
米
盗

3
片
付

79日
♦
８

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦
26

118
勘
左
衛
門

十
三
町

同
上

3
片
付

82日
♦
８

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦
29

119
孫
三

近
名
村

稲
盗
取

3
片
付

47日
♦
25

♦
♦

♦
♦

♦
12

120
孫
介

銅
屋
町

粟
盗

3
片
付

36日
♦
14

♦
♦

♦
♦

♦
♦
20

121
新
右
衞
門

上
銅
屋
町

同
上

1
片
付

47日
♦
14

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦
１

122
半
兵
衛

東
桶
屋
町

兄
よ
り
盗

3
片
付

57日
♦
上

♦
♦

♦
♦

♦
♦
３

123
荒
助

下
銅
屋
町

稲
穂
盗
取

3
片
付

54日
♦
13

♦
♦

♦
♦

♦
７

124
甚
左
衛
門

荒
田
村

徒
者

3
片
付

91日
♦
17

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
18

表
7
-
2
　
牢
死
者
出
入
一
覧
（
青
森
牢
）

番
号

記
号

人
名

住
居
町
村

罪
状

判
決

煩
・
医
・

薬
拷
問
等

死
骸

入
牢

日
数

元
禄
８
年

元
禄
９
年

以
前

12月
正
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

1
せ
ま

六
枚
橋
村

材
木
盗

3
片
付

1.5年以上
♦
５
/１

2
新
次
郎

上
磯
野
崎
村

材
木
隠
売

死
罪

3
片
付

147日
♦
3/2♦

7/10

9
竹

青
森

火
付
偽
訴
人

0
訴
人

片
付

63日
♦11/16

♦
♦

♦
♦

♦
19

15
助
蔵

靑
森
柳
町

12と
同
じ

2
片
付

21日
♦
12

♦
♦
２

17
孫
兵
衛

野
崎
村
山
子

２
と
同
じ

死
罪

2
片
付

1年
♦
２
/12

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
７

20
茂
兵
衛

靑
森
下
町

塩
蔵
破

0
片
付

31日
♦
17

♦
♦

♦
17

23
孫
三

駒
籠
村

神
明
宮
破

青
森
追
放

0
捨
置

30日
♦
20

♦
♦
20

28
た
り

六
枚
橋
村

１
と
同
じ

0
片
付

2年
以
上

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
６

30
太
右
衞
門

靑
森
塩
町

町
人
蔵
破

1
拷
問

片
付

21日
♦
18

♦
♦
９

36
勘
三
郎

小
国
村

12と
同
じ

0
取
捨

76日
♦
12

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
28

37
権
三
郎

靑
森
塩
町

30と
同
じ

0
拷
問

取
捨

40日
♦
18

♦
♦

♦
♦
28

40
次
郎
兵
衛

靑
森
塩
町

30と
同
じ

0
拷
問

取
捨

41日
♦
18

♦
♦

♦
♦
29

52
万
太
郎

今
別
村

強
盗
傷
害

1
片
付

44日
♦
27

♦
♦

♦
♦

♦
11

77
四
五
兵
衛

弘
前
桶
屋
町

無
銭
飲
食
・
切
付

3
片
付

37日
♦
22

♦
♦

♦
29

92
弥
五
兵
衛

新
町
野
村

脇
道
馬
盗
人

0
口
聞

取
捨

66日
♦
27

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
３

99
弥
左
衛
門

江
子
沢
村

同
上

0
口
聞

片
付

78日
♦
27

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦
15

101
宇
之
助

靑
森
町

不
明

0
片
付

不
明

♦
22

116
太
左
衛
門

野
内
村

馬
盗
人

0
片
付

60日
♦
25

♦
♦

♦
♦

♦
♦
25

･表
は
元
禄
８
・
９
年
の
「
国
日
記
」
を
も
と
に
作
成
し
た
。

･◆
印
は
牢
死
者
の
入
牢
状
態
を
表
す
記
号
で
あ
り
、
以
下
×
印
は
死
罪
以
上
の
者
の
入
牢
状
態
、
△
印
は
領
外
追
放
者
の
入
牢
状
態
、
▲
印
は
領
内
追
放
者
の
入
牢
状
態
、
■
印
は
領
内
追
放
以
上
の
者
を
除
い
た
入
牢
者
の
入
牢
状
態
、
□
印
は
預
ヶ
の
状
態
を
表
し
た
記
号
で
あ
る
。

・
入
牢
年
月
日
、
出
牢
年
月
日
が
不
明
な
ケ
ー
ス
は
、
在
牢
期
間
は
不
明
と
し
た
。
た
だ
、
町
村
等
預
ヶ
か
ら
牢
舎
に
移
行
し
た
場
合
な
ど
は
、
筆
者
の
推
測
を
交
え
て
在
牢
期
間
を
記
し
た
が
、
十
分
に
有
意
味
な
数
字
に
は
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

・「
煩
・
医
・
藥
」
の
項
目
は
、
｢煩

｣
が
病
気
を
患
っ
て
い
る
こ
と
、
｢医

｣
は
医
師
の
治
療
を
受
け
た
こ
と
、
｢薬

｣
は
薬
を
服
用
し
た
こ
と
を
表
し
、「

3」
は
「
煩
・
医
・
藥
」
3点

と
も
該
当
、「

2」
は

｢煩
･医

」
2点

が
該
当
、「

1」
は

｢医
」
1点

が
該
当
、「

0」
は
ど
れ
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

・
元
禄
９
年
12月

の
弘
前
牢
、
10・

11・
12月

の
青
森
牢
は
、
牢
死
者
な
し
。
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含
め
た
諸
藩
が
、
犯
罪
人
の
逮
捕
・
処
罰
や
死
骸
処
理
を
非
人
・
乞
食
支
配
に
放
下

す
る
ご
と
く
、
牢
屋
よ
り
別
の
「
容
器）

99
（

」
に
移
し
て
、
前
述
の
第
一
・
第
二
・
第
三

の
諸
問
題
の
解
決
が
図
ら
れ
る
ば
か
り
か
、
公
儀
と
し
て
の
公
正
・
公
平
か
つ
撫
民

の
責
任
の
一
端
を
別
の
支
配
へ
移
動
さ
せ
、
統
治
主
体
自
身
の
責
任
の
希
薄
化
を
図

る
と
い
う
幕
藩
体
制
の
統
治
術
を
そ
こ
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
牢
死
策
も
、
そ
の

よ
う
な
統
治
術
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
荻
生
徂
徠
は
、
役
人
の
役
儀
に
つ
い
て
の
文

脈
に
お
い
て
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
「
身
に
ふ
み
こ
」
ま
な
い
統
治
の
ま
な
ざ
し
を
、

「
下
を
ば
他
人
の
如
く
見
る
心
」、「
下
を
ば
か
た
き
相
手
と
す
る
心
」
と
批
判
し
、

諸
民
の
た
め
に
「
た
だ
め
ん
ど
う
を
よ
く
見
て
、
苦
に
し
世
話
」
す
る
「
民
の
父
母
」

の｢

治
め｣

を
求
め
て
い
る）

100
（

。

（
4
）
牢
死
者
の
検
証

　

牢
の
本
義
は
、
未
決
勾
留
の
た
め
の
施
設
と
さ
れ
る
が
、
牢
死
者
一
二
四
人
中
、

「
片
付
」（
判
決
）
ら
れ
た
の
は
、
死
後
判
決
の
者
五
人
、
火
付
縁
座
の
者
六
人
を
含

む
二
〇
人
（
表
7
―
1
・
2
）
の
み
で
あ
り
、
他
の
一
〇
四
人
（
八
三
・
九
％
）
は
、

以
後
も
「
口
聞
」
が
繰
り
返
さ
れ
る
は
ず
の
未
決
囚
と
し
て
牢
死
し
た
者
た
ち
で

あ
っ
た
（
表
7
―
1
・
2
）。

　

表
7
―
1
・
2
は
、
元
禄
八
・
九
年
の
牢
死
者
一
二
四
人
と
関
連
の
者
た
ち
の
人

名
・
住
居
町
村
・
罪
状
・
判
決
・「
病
気
・
医
者
・
薬
用
の
有
無
」・「
拷
問
・
口
聞
」・

入
牢
日
数
・
死
骸
処
理
・
入
牢
年
月
日
・
牢
死
年
月
日
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

表
7
―
1
・
2
中
の
記
号
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
◆
印
は
牢
死
者
の
在
牢
状
態
を

表
す
記
号
で
あ
り
、
以
下
×
印
は
死
罪
以
上
の
者
の
在
牢
状
態
、
△
印
は
領
外
追
放

者
の
在
牢
状
態
、
▲
印
は
領
内
追
放
者
の
在
牢
状
態
、
■
印
は
領
内
追
放
以
上
の
者

を
除
い
た
入
牢
者
の
在
牢
状
態
、
□
印
は
預
ヶ
の
状
態
を
表
し
た
記
号
で
あ
る
。
例

え
ば
、
表
7
―
1
の
24
番
、
新
町
の
清
兵
衛
は
、
盗
の
疑
い
で
元
禄
九
年
正
月
十
六

日
に
入
牢
し
、
煩
の
た
め
町
医
・
薬
用
と
も
施
さ
れ
た
が
、
判
決
な
き
ま
ま
在
牢
三

六
日
に
し
て
二
月
二
十
一
日
に
牢
死
、
死
骸
は
「
片
付
」
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
以
下
、
牢
死
者
の
実
態
の
検
証
を
試
み
る
。

（
ⅰ
）「
火
付
次
郎
」
の
火
罪

　

火
付
の
次
郎
（
表
7
―
1
の
111
番
）
に
つ
い
て
記
す
。

　

元
禄
九
年
五
月
八
日
、
浪
岡
組
杉
沢
村
の
高
無
勘
三
郎
借
屋
の
次
郎
が
、
大
家
の

勘
三
郎
家
に
付
火
し
、
盗
を
働
い
た
と
い
う
事
犯
。
親
兄
弟
の
有
無
、
単
な
る
物
取

り
か
、
意
趣
・
訳
あ
り
か
、「
水
の
み
に
て
候
ハ
ヽ
其
趣）

101
（

」、
年
付
・
盗
取
品
、
前
々

よ
り
の
徒
者
か
等
の
書
付
を
飛
脚
便
で
江
戸
へ
差
し
登
ら
せ
た
。
弘
前
牢
舎
の
次
郎

は
、
八
月
大
病
に
罹
り
、
藩
当
局
は
町
医
も
取
替
え
、
薬
用
も
申
渡
し
回
復
に
努
め

た）
102
（

が
、
九
月
二
日
病
死
。
九
月
三
日
、
死
体
を
畚も

っ
こに

載
せ
町
中
引
渡
、
取
上
に
お
い

て
「
火
あ
ぶ
り
」
に
処
さ
れ
た
。
在
牢
日
数
一
一
三
日
。「
火
付
次
郎
儀
御
国
元
ニ
而

申
付
候
様
ニ
と
御
老
中
様
よ
り
被
仰
渡
」
た）

103
（

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
判
断
す
れ

ば
、
火
罪
執
行
は
弘
前
藩
の
自
分
仕
置
権
を
越
え
て
お
り
、
幕
府
に
伺
い
を
た
て
る

べ
き
仕
置
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
幕
府
か
ら
委
任
さ
れ
て
藩
が
執
行
す
る
形
式

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
元
禄
八
・
九
年
の
領
内
で
は
、
他
に
も
火
付
の

事
犯
が
出
来
し
て
い
る
が
、
獄
門
に
処
さ
れ
た
例
も
あ
り）

104
（

、
必
ず
し
も
火
付
が
す
べ

て
火
罪
に
処
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
藩
当
局
は
、
次
郎
の
病
気
療
治
に
つ
い

て
、
わ
ざ
わ
ざ
「
国
日
記
」
に
詳
細
に
記
し
て
い
る
点
、
ま
た
他
の
牢
死
者
に
比
し

て
長
く
生
き
延
び
て
き
た
点
（
表
7
―
1
）
か
ら
見
て
も
、
藩
当
局
が
牢
賄
や
療
治

等
に
お
い
て
次
郎
を
特
別
に
優
遇
し
て
い
た
。
火
付
次
郎
の
火
罪
執
行
は
、
大
公
儀
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（
幕
府
）
案
件
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

（
ⅱ
）
火
付
・
殺
人
の
縁
座

　

表
7
―
1
の
〇
印
の
九
人
は
、
木
造
新
田
で
親
子
三
人
を
殺
害
・
火
付
の
科
で
相

野
村
で
「
火
あ
ぶ
り
」
に
処
さ
れ
た
杢
兵
衛
（
151
番
）・
長
次
郎
（
152
番
）
の
二
人
（
元

禄
九
年
五
月
十
二
日
執
行
）
と
、
縁
座
し
た
女
房
・
子
供
達
七
人
で
あ
る
。

　

縁
座
に
つ
い
て
は
、「
時
習
大
概
」
の
「
乾
十
四　

罪
科
之
者
妻
子
御
仕
置
大
概
」

に
、

一　

火
刑
磔
獄
門
ニ
被
處
候
罪
科
之
者
之
子
共
ハ
可
爲
死
罪
、
但
、
十
五
歳
よ
り
已

前
に
て
惡
事
に
た
つ
さ
は
り
不
申
、
旨
趣
を
も
不
存
候
ハ
ヽ
、
僉
議
之
上
十
五
歳

迄
預
置
、
其
後
遠
嶋
可
申
付
事
、　　
（
略
）

一　

火
刑
磔
獄
門
死
罪
に
被
處
候
罪
科
之
者
之
妻
并
女
子
、
惣
而
女
親
類
ハ
御
構
も

有
之
間
敷
候
、
但
、
右
之
者
之
妻
并
女
子
其
外
親
類
に
て
も
其
品
に
よ
り
奴
に
可

申
付
事
、

　

右
者
、
御
仕
置
之
大
概
ニ
候
、
到
其
時
可
被
伺
候
、
爲
心
得
申
達
候
、

と
あ
り
、
平
松
義
郎
は
、
こ
れ
が
元
禄
五
年
、
評
定
所
へ
の
令
で
あ
る
と
推
定
し
て

い
る）

105
（

 

。
右
の
規
定
か
ら
す
れ
ば
、
火
付
の
男
子
勘
太
（
34
番
）・
辰
（
56
番
）・
松

兵
衛
（
66
番
）・
徳
（
80
番
）
の
「
子
共
」
四
人
は
、
父
親
に
縁
座
し
て
死
罪
あ
る

い
は
遠
島
に
処
せ
ら
れ
る
筈
の
者
た
ち
で
あ
る
。
た
だ
、
長
次
郎
女
房
（
50
番
）・

杢
兵
衛
娘
う
ま
（
63
番
）・
杢
兵
衛
女
房
（
229
番
）
の
「
妻
并
女
子
」
三
人
に
関
し

て
は
、
構
い
な
し
か
、
奴）

106
（

に
与
え
ら
れ
て
然
る
べ
き
者
た
ち
で
あ
る
が
、
弘
前
藩
当

局
は
杢
兵
衛
女
房
（
229
番
）
を
除
き
二
人
を
牢
死
に
処
し
た
の
で
あ
る
。

　

表
7
―
1
を
見
る
限
り
、
勘
太
を
除
い
た
〇
印
の
八
人
は
何
れ
も
一
〇
〇
日
以
上

在
牢
し
、
他
の
牢
死
者
に
比
し
て
、
牢
賄
等
に
つ
き
藩
当
局
よ
り
格
別
に
配
慮
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
牢
死
日
の
同
時
性
も
な
い
こ
と
か
ら
、
拷
問
死

の
可
能
性
は
低
い
。
火
付
・
殺
人
犯
の
「
火
あ
ふ
り
」
と
縁
座
の
者
に
対
す
る
藩
当

局
の
対
応
は
、
前
述
の
次
郎
（
111
番
）
の
「
火
付
」（
火
罪
）
同
様
、
幕
府
に
よ
る

仕
置
監
察
を
意
識
し
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
や
は
り
大
公
儀
案
件
な
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
勘
太
（
34
番
）
と
犯
人
と
さ
れ
る
杢
兵
衛

（
151
番
）・
長
次
郎
（
152
番
）
を
除
く
五
人
は
、
元
禄
九
年
五
月
十
二
日
の
「
火
あ
ぶ

り
」
執
行
前
後
か
ら
、
藩
当
局
に
よ
っ
て
特
別
の
配
慮
を
解
く
措
置
が
開
始
さ
れ
、

五
十
数
日
を
か
け
て
五
人
は
餓
死
＝
病
死
に
至
っ
た
と
推
定
可
能
な
死
亡
状
況
で
あ

る
。
た
だ
こ
の
火
付
一
件
で
幕
府
に
伺
を
立
て
た
記
録
は
、「
国
日
記
」
に
は
見
出

せ
な
い
。
生
き
残
っ
た
杢
兵
衛
女
房
（
229
番
）
は
、
夫
の
処
刑
、
子
供
ら
の
死
を
見

聞
き
し
つ
つ
、
杢
兵
衛
子
徳
（
80
番
・
杢
兵
衛
女
房
の
実
子
か
）
の
死
を
最
後
に
、

七
月
十
一
日
、
在
牢
一
六
七
日
で
出
牢
・
南
部
追
放
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
体
力
は

あ
っ
た
の
か
、
疑
問
は
尽
き
な
い）

107
（

。

（
ⅲ
）「
津
軽
之
三
庄
大
夫
」
の
死

　

元
禄
九
年
五
月
、
多
く
の
者
の
餓
死
・
病
死
が
陸
続
と
進
行
し
て
い
た
外
ヶ
浜
地

域
で
、
表
7
―
1
の
◇
印
の
二
人
、
後
潟
村
七
郎
次
郎
（
107
番
）・
濱
松
村
（
あ
る

い
は
小
橋
村
）
惣
兵
衛
（
108
番
）
は
、
後
潟
組
の
一
七
歳
か
ら
二
三
歳
の
若
者
男
二

人
・
女
七
人
を
騙
し
、
船
で
南
部
へ
連
れ
て
い
き
奉
公
さ
せ
て
余
銭
を
と
っ
た
と
い

う
科
で
、
弘
前
牢
舎
と
な
っ
た
。
地
元
に
は
、
材
木
・
米
穀
・
鉄
な
ど
物
資
の
積
出
・

積
入
や
漁
業
の
基
地
蟹
田
湊
が
あ
っ
た
。
南
部
盛
岡
藩
領
の
下
北
半
島
は
、
指
呼
の

間
に
あ
り
、
現
在
は
定
期
便
船
が
舟
航
し
て
い
る
。「
国
日
記
」
は
こ
れ
を
「
南
部

ニ
而
者
人
入
用
ニ
候
ハ
ヽ
津
軽
之
三
庄
大
夫
を
頼
候
様
ニ
と
申
由）

108
（

」
と
南
部
盛
岡
藩
へ
の

敵
愾
心
を
記
し
、「
口
聞
候
之
処
両
人
共
南
部
江
人
を
連
参
売
候
覚
無
之
由
申
ニ
付
」、
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南
部
へ
調
査
に
も
向
か
わ
せ
た）

109
（

が
、
二
人
は
九
〇
日
余
入
牢
し
て
、
一
日
違
い
で
死

亡
し
て
い
る
。
死
骸
は
二
人
と
も
「
片
付
」
に
さ
れ
た
。

　

幕
府
評
定
所
一
座
の
申
し
合
わ
せ
に
よ
れ
ば
、
吟
味
中
の
牢
死
や
溜
死
の
者
の
死

骸
の
処
理
に
つ
い
て
、
本
罪
が
死
罪
・
遠
島
以
上
の
者
は
「
死
骸
取
捨
」、
下
手
人
・

重
追
放
以
下
の
者
は
「
死
骸
取
片
付
」
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る）

110
（

。
弘
前
藩
も

「
国
日
記
」
に
は
こ
の
時
期
死
骸
処
理
の
一
項
を
入
れ
て
い
る
（
表
7
―
1
・
2
）。

　

弘
前
藩
は
、
新
田
開
発
の
た
め
人
寄
役
を
他
領
に
派
遣
し
、
大
量
の
人
手
を
領
内

に
招
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
藩
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
飢
饉
下
、
最
低
限
の
救

米
も
給
与
で
き
ず
、
寝
臥
せ
た
ま
ま
餓
死
し
て
い
く
家
族
や
村
人）

111
（

を
目
の
当
た
り
に

し
て
、
若
者
た
ち
が
外
ヶ
浜
の
地
理
上
の
利
を
活
か
し
て
、
湾
を
横
断
し
て
南
部
領

へ
渡
る
動
き
は
む
し
ろ
自
然
な
動
向
と
言
え
る
。
◇
印
の
二
人
（
107
番
・
108
番
）
は
、

死
亡
の
同
時
性
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
拷
問
死
と
考
え
ら
れ
る
。

（
ⅳ
）
盗
賊
と
徒
者
へ
の
藩
当
局
の
対
応

　

表
7
―
1
の
◆
印
・
×
印
・
▲
印
・
■
印
・
□
印
・
●
印
の
者
に
つ
い
て
、
詳
細

に
検
討
し
て
み
よ
う
。

　

元
禄
九
年
七
月
七
日
朝
、
徒
頭
大
湯
彦
八
と
新
設
の
盗
賊
改
役）

112
（

は
、
町
奉
行
や
諸

手
物
頭
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
足
軽
二
〇
人
を
動
員
し
て
、
同
年
七
月
五
日
晩
、

糠
坪
村
庄
屋
所
に
盗
に
入
っ
た
盗
賊
を
集
団
捕
縛
し
、
三
一
人）

113
（

を
入
牢
さ
せ
た
（
後

日
逮
捕
・
入
牢
の
者
一
人
を
含
む
）。
◆
印
の
九
人
は
牢
死
し
た
者
、
×
印
の
八
人

は
自
白
（
一
人
は
自
白
な
し
）
し
、
磔
、
獄
門
に
処
さ
れ
た
者
、
▲
印
の
二
人
は
訴

人
し
て
出
牢
を
許
さ
れ
た
者
、
■
印
の
一
〇
人
は
牢
舎
赦
免
と
な
っ
た
者
、
□
印
の

二
人
は
い
わ
ゆ
る
誤
認
逮
捕
の
者
、
●
印
の
三
人
は
夫
に
縁
座
し
て
村
預
ヶ
の
上
所

追
放
と
な
っ
た
妻
た
ち
で
あ
る
。

　
『
公
事
方
御
定
書
』
の
「
五
十
六　

盗
人
御
仕
置
之
事
」
の
中
に
、「
一　

人
を
殺

盗
い
た
し
候
者　

引
廻
之
上　

獄
門　

一　

盗
可
致
と
徒
黨
い
た
し
人
家
え
押
込
候

者　

頭
取　

獄
門　

同
類　

死
罪
（
從
前
々
之
例
）」
と
あ
り
、
盗
罪
の
極
度
刑
は

「
引
廻
之
上
獄
門
」
で
あ
る
。
こ
の
件
で
は
人
を
殺
し
て
は
い
な
い
が
、
徒
党
し
て

押
込
ん
だ
こ
と
（「
大
勢
盗
ニ
入
た
る
科
」、「
国
日
記
」
元
禄
九
年
九
月
二
十
一
日
条
）

が
犯
罪
の
主
た
る
構
成
要
件
と
な
る
。
後
日
逮
捕
の
久
兵
衛
（
×
印
の
187
番
）
と
●

印
の
女
房
三
人
を
除
き
、
三
〇
人
が
入
牢
し
て
繰
り
返
し
厳
し
い
吟
味
を
受
け
た
と

考
え
ら
れ
る
。
◆
印
の
九
人
の
う
ち
弥
三
郎
（
97
番
）
だ
け
が
「
口
聞
」
と
記
さ
れ

て
い
る
が
、
他
の
八
人
も
当
然
「
口
聞
」
と
広
義
の
拷
問
が
行
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

元
禄
九
年
九
月
十
九
日
、
家
老
の
津
軽
靱
負
・
御
用
人
・
大
目
付
・
郡
奉
行
・
町

奉
行
・
勘
定
奉
行
・
御
近
習
小
姓）

114
（

四
人
も
含
め
て
計
一
四
人
が
出
座
し
、
会
所
に
お

い
て
約
六
時
間
に
及
ぶ
「
口
聞
」
が
行
わ
れ
た
。
情
報
源
は
、
約
二
ヶ
月
半
に
わ
た

る
下
吟
味
か
ら
得
た
被
疑
者
た
ち
の
申
口
と
、
目
明
源
十
郎
や
▲
印
の
訴
人
孫
右
衞

門
ら
の
申
立
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
×
印
の
六
人
が
自
白
、「
吟
味
詰
り
の

口
書
」
に
爪
印
し
た
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
■
印
の
一
〇
人
は
、
目
明
源
十
郎
と
訴
人

孫
右
衞
門
に
引
き
合
わ
せ
、「
盗
人
」
や
「
徒
者
」
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

三
九
郎
（
×
印
の
174
番
）
は
、
最
後
ま
で
自
白
し
な
か
っ
た
。
孫
右
衞
門
（
▲
印
の

420
番
）
は
、
自
分
の
罪
状
を
白
状
し
か
つ
同
類
の
訴
人
を
申
し
出
た
こ
と
に
よ
り
本

罪
赦
免
、
家
老
の
靱
負
は
「
早
速
繩
を
ゆ
る
し
町
屋
へ
預
ヶ
」
る
よ
う
申
付
け
た）

115
（

。

　

元
禄
九
年
九
月
二
十
日
、
寺
社
奉
行
以
下
四
役
が
出
座
し
て
、
判
決
が
下
さ
れ
た

（「
申
渡
」）。
■
印
の
一
〇
人
は
、「
盗
人
共
相
知
候
ニ
付
御
赦
免
」、
つ
ま
り
「
盗
人
」

は
×
印
の
七
人
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
、「
御
赦
免
」
に
な
っ
た
。
□
印
の

二
人
は
「
其
辺
ニ
罷
在
候
故
召
捕
牢
舎
」
と
な
っ
た
の
で
あ
り
「
申
分
ヶ
相
立
御
赦
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免
」
と
な
っ
た
。

　

元
禄
九
年
九
月
二
十
一
日
、
×
印
の
六
人
に
「
大
勢
盗
ニ
入
た
る
科
」
に
よ
り
、

引
渡
獄
門
が
申
し
渡
さ
れ
た
。
三
九
郎
（
×
印
の
174
番
）
は
、「
親
介
左
衛
門
同
道

ニ
而
罷
越
候
段
、
親
并
同
類
白
状
候
得
共
、
達
而
不
存
候
と
申
候
科
ニ
よ
り
磔
」
が
申

し
渡
さ
れ
た
。
証
拠
分
明
で
あ
り
な
が
ら
の
自
白
の
拒
否
は
、
支
配
権
力
の
御
威
光

を
疵
附
け
お
上
に
対
す
る
意
趣
（
怨
恨
）
を
現
前
さ
せ
た
と
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

元
禄
九
年
九
月
二
十
二
日
、
▲
印
の
三
右
衞
門
（
421
番
）
は
、
牢
舎
御
免
、
町
預
ヶ

と
な
っ
た
。
本
人
が
、
口
書
に
お
い
て
老
い
た
母
へ
の
恩
愛
の
情）

116
（

を
述
べ
、
か
つ
領

内
の
他
の
徒
者
の
訴
人
を
申
し
出
た
た
め
で
あ
る
。

　

元
禄
九
年
九
月
二
十
三
日
、
●
印
の
三
人
（
獄
門
刑
の
男
の
妻
た
ち
）
は
村
預
ヶ

か
ら
所
追
放
に
処
さ
れ
た
。
×
印
の
久
兵
衛
（
187
番
）
は
十
月
に
な
っ
て
逮
捕
さ
れ
、

十
二
月
に
獄
門
が
執
行
さ
れ
て
、
こ
の
一
件
は
落
着
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
一
件
に
お
け
る
藩
当
局
の
真
の
狙
い
は
、
糠
坪
村
庄
屋
所
盗
入
を

口
実
に
、
む
し
ろ
石
渡
茶
屋
町）

117
（

に
溜
っ
た
「
徒
者
」
の
一
網
打
尽
に
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
盗
賊
と
し
て
獄
門
に
処
さ
れ
た
×
印
の
六
人
は
、
全
員
糠
坪
村
の
住
居
人

で
あ
り
、
盗
人
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
赦
免
と
な
っ
た
■
印
の
十
人
は
、
全
員
が

石
渡
茶
屋
町
の
住
居
人
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
問
題
は
◆
印
の
九
人
の
牢
死
者
で
あ
る
。
彼
ら
の
居
住
地
（
あ
る
い

は
出
身
地
）
を
見
る
と
、
◆
印
の
次
左
衛
門
（
87
番
）
と
次
郎
（
91
番
）
と
長
三
郎

（
109
番
）
以
外
、
◆
印
の
六
人
は
全
員
石
渡
茶
屋
町
が
居
住
地
で
あ
る
。
次
郎
（
91

番
）
と
長
三
郎
（
109
番
）
の
住
居
地
独
狐
村
は
、
石
渡
村
の
隣
村
で
あ
る
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
次
左
衛
門
（
87
番
）
を
除
く
◆
印
の
八
人
は
、
む
し
ろ
赦
免
と
な
っ
た
■

印
の
十
人
の
グ
ル
ー
プ
に
近
い
。
つ
ま
り
、
糠
坪
村
の
盗
賊
で
は
な
く
、「
徒
者
」

と
し
て
狙
わ
れ
た
者
た
ち
に
他
な
ら
な
い
。

　
「
国
日
記
」
の
◆
印
九
人
の
死
亡
記
事
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、「
科
人
」
と
冠
さ
れ

て
い
た
の
が
久
兵
衛
（
103
番
）
と
清
八
（
105
番
）、「
徒
者
」
と
冠
さ
れ
て
い
た
の
が

甚
太
郎
（
112
番）

118
（

）
で
、
他
の
六
人
に
つ
い
て
は
「
籠
舎
之
内
独
狐
村
次
郎
」
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
罪
状
に
関
わ
る
レ
ッ
テ
ル
は
な
か
っ
た
。「
病
死
」
と
記
さ
れ
て
い
る

の
が
三
人
、「
兼
而
相
煩
相
果
」
た
の
が
一
人
、
他
の
五
人
は
「
牢
死
」
と
あ
る
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
牢
死
し
た
◆
印
の
九
人
は
七
月
六
日
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
在
牢
日
数

一
九
日
・
二
七
日
・
二
九
日
・
三
二
日
・
四
八
日
・
五
〇
日
・
五
三
日
・
五
六
日
・

六
一
日
に
お
よ
び
、
平
均
約
四
一
・
七
日
間
入
牢
し
、
×
印
の
七
人
の
磔
・
獄
門
執

行
前
に
牢
死
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
表
7
―
1
）。
×
印
の
磔
・
獄
門
の
七
人
は
、

入
牢
日
数
七
六
日
間
、
▲
印
・
■
印
・
□
印
の
赦
免
出
牢
の
一
四
人
は
、
入
牢
日
数

八
三
日
間
。
彼
ら
は
、
生
き
の
び
ら
れ
る
程
の
牢
賄
と
中
に
は
差
入
も
受
け
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
本
稿
（
上
）
の
「
は
じ
め
に
」
の
註
記
（
15
）
の
知
見
に
照
ら
し
て

も
◆
印
の
九
人
は
、
牢
賄
を
受
け
て
い
た
か
ど
う
か
極
め
て
疑
わ
し
い
。

　

さ
て
、
◆
印
の
九
人
と
は
対
照
的
に
出
牢
を
許
さ
れ
た
表
7
―
1
の
♠
印
の
三
人

（
377
番
・
382
番
・
436
番
）
は
、
庄
屋
と
し
て
の
職
責
に
悖
る
行
為
を
し
た
科
で
、
藩

当
局
に
よ
っ
て
、
刑
罰
と
し
て
入
牢
さ
せ
ら
れ
た
者
た
ち）

119
（

で
あ
る
。
♠
印
の
三
人
は
、

そ
れ
ぞ
れ
一
四
九
日
、
一
三
九
日
、
一
四
四
日
と
、
何
れ
も
二
月
中
旬
に
入
牢
し
、

七
月
十
一
日
に
出
牢
し
て
い
る
が
、
表
7
―
1
の
他
の
者
に
比
し
て
遙
か
に
長
く
入

牢
し
、
牢
死
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
牢
賄
が
確
実
に
現
物
運
搬
な
い
し
は
貸
し
渡

さ
れ
、
差
入
れ
分
も
あ
っ
た）

120
（

と
考
え
ら
れ
る
。

　

◆
印
の
九
人
と
♠
印
の
三
人
の
命
の
終
焉
と
相
続
に
つ
き
、
病
気
な
ど
外
的
条
件

な
ど
偶
然
的
理
由
に
よ
ら
な
い
弘
前
藩
当
局
に
よ
る
差
別
的
牢
賄
の
支
給（
不
支
給
）
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が
実
行
さ
れ
て
い
た
の
は
確
実
で
あ
る
。
前
述
の
野
内
村
盗
馬
脇
道
案
内
の
♣
印
の

七
兵
衛
（
408
番
）
の
例
で
は
、
吟
味
が
繰
り
返
さ
れ
て
も
有
効
な
自
白
の
可
能
性
が

低
い
と
み
ら
れ
た
時
に
、
藩
当
局
に
よ
っ
て
牢
賄
が
停
止
さ
れ
た
蓋
然
性
は
高
い
と

述
べ
た
が
、
◆
印
の
九
人
の
入
牢
日
数
が
水
の
み
摂
っ
た
場
合
の
生
存
日
数
と
同
等

と
の
理
解
も
可
能
で
あ
り
、
×
印
の
七
人
の
磔
・
獄
門
執
行
前
に
一
人
残
ら
ず
牢
死

し
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
彼
ら
は
▲
印
の
訴
人
孫
右
衞
門
や
目
明
源
十
郎

ら
の
供
述
か
ら
、
牢
死
へ
の
コ
ー
ス
を
辿
る
べ
く
予
め
決
定
さ
れ
て
お
り
、
勿
論
有

効
な
自
白
も
な
か
っ
た
が
故
に
牢
賄
が
給
与
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

『
旧
事
諮
問
録
』
で
は
、
幕
末
期
の
幕
府
の
役
人
経
験
者
が
入
牢
者
に
食
物
や
塩
や

水
を
や
ら
な
い
こ
と
は
、
決
し
て
な
い
と
自
信
を
持
っ
て
述
べ
て
い
る
。
公
儀
が
公

儀
と
し
て
存
在
す
る
た
め
に
は
、
越
え
て
は
な
ら
な
い
一
線
が
あ
る
と
、
ノ
ブ
レ

ス
・
オ
ブ
リ
ー
ジ
ュ
た
る
士
分
層
の
矜
恃
を
誇
示
し
た
か
に
思
え
る
。
だ
が
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
江
戸
小
伝
馬
町
牢
等
の
実
態
が
、
む
し
ろ
越
え
て
は
な
ら
な
い
一
線
の

不
存
在
を
、
あ
る
い
は
「
身
に
ふ
み
こ
む
」
当
事
者
と
し
て
の
責
任
意
識
の
欠
如
を

客
観
的
に
は
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

元
禄
九
年
九
月
十
九
日
の
藩
当
局
に
よ
る
最
終
的
な
「
口
聞
」
の
前
に
、
町
同

心）
121
（

・
足
軽
目
付
・
目
明
ら
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
逮
捕
・
下
吟
味
の
段
階
で
、
す
で
に

自
白
を
し
た
×
印
の
七
人
（
一
人
は
自
白
を
拒
ん
だ
が
）
は
、
自
白
の
時
点
か
ら
刑

執
行
ま
で
の
期
間
、
牢
賄
を
給
与
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
◆
印
の
九
人
は
、

当
初
か
ら
藩
当
局
に
よ
っ
て
狙
わ
れ
た
「
徒
者
」
と
し
て
、
訴
人
や
目
明
と
こ
の
件

に
関
係
し
た
盗
賊
の
供
述
を
突
き
合
わ
せ
、
自
白
は
と
れ
な
く
て
も
、
同
類
の
供
述

と
吟
味
担
当
役
人
の
心
証
な
ど
を
恃
み
に
、
事
実
上
の
死
罪
と
し
て
、
藩
当
局
に
よ

る
拷
問
と
牢
賄
の
不
給
与
が
執
行
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
尚
、
◆
印
の
九
人
を
除

い
た
入
牢
の
二
二
人
の
牢
賄
や
糠
坪
村
に
預
ヶ
と
な
っ
た
女
房
三
人
の
賄
や
番
人
の

費
用
は
、
人
別
地
の
村
々
や
町
賄
で
果
た
し
て
負
担
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。

（
ⅴ
）
明
ら
か
な
拷
問
死

一　

喜
兵
衛
と
申
者
昨
亥
之
刻
常
小
屋
賄
所
之
壁
破
盗
に
入
候
を
見
当
致
縄
下
置
候

由
、
右
喜
兵
衛
儀
今
十
三
日
之
夜
も
盗
に
入
品
々
盗
取
、
染
屋
兵
次
郎
借
屋
之
兵

三
郎
に
売
候
由
、
常
小
屋
役
人
申
出
之
、
右
盗
人
籠
舎
可
申
付
旨
申
渡
之
（「
国

日
記
」
元
禄
九
年
八
月
二
十
三
日
条
）

一　

盗
人
東
長
町
喜
兵
衛
牢
死
之
由
町
奉
行
申
出
之
、
目
付
見
分
之
上
死
骸
片
付
候

様
可
申
付
旨
申
渡
之
（「
国
日
記
」
元
禄
九
年
八
月
二
十
六
日
条
）

　

こ
の
史
料
は
、
＊
印
の
喜
兵
衛
（
106
番
）
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

弘
前
藩
の
常
小
屋
に
二
回
に
わ
た
っ
て
壁
を
破
り
盗
み
に
入
り
、
盗
品
を
売
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
す
で
に
死
罪
以
上
の
重
罪
に
値
す
る
犯
罪
で
あ
る
。
下
吟
味

の
穿
鑿
人
は
安
心
し
て
拷
問
（
牢
問
）
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、

入
牢
四
日
目
の
牢
死
と
し
て
現
実
化
し
た
の
で
あ
る
。
弘
前
藩
で
は
、
当
時
、
足
軽

目
付
が
死
骸
を
見
分
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、「
死
骸
別
条
無
之
候
ハ
ヽ
片
付（
取

捨
）」（「
国
日
記
」
元
禄
九
年
九
月
八
日
条
）
と
い
う
一
節
が
置
か
れ
る
の
が
通
例

で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
な
い
。
笞
打
・
石
抱
な
ど
の
牢
問
に
よ
っ
て
、
喜
兵
衛
の
死

骸
に
は
「
別
条
」
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　

＊
印
の
7
番
・
10
番
・
11
番
・
12
番
・
25
番
・
33
番
・
38
番
・
65
番
・
71
番
・
74

番
・
84
番
・
85
番
・
87
番
・
89
番
・
102
番
・
104
番
・
106
番
・
113
番
の
一
八
人
は
、
入

牢
初
期
に
死
亡
し
て
い
る
。「
拷
問
・
口
聞
」
の
記
載
が
な
い
場
合
が
多
い
が
、
下

吟
味
の
段
階
の
拷
問
死
と
考
え
ら
れ
る
。

　

◇
印
の
親
子
（
47
番
・
48
番
）
は
、「
国
日
記
」
で
は
四
月
三
十
日
に
牢
死
し
、「
死
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骸
取
捨
」
に
し
た
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
町
奉
行
の
報
告
事
務
の
簡
便
を
計
る
た
め
、

同
日
死
亡
と
し
て
報
告
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
親
子
の
同
日
の
死
は
、
拷
問
死
の

公
算
大
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
青
森
牢
の

印
の
三
人
（
30
番
・
37
番
・
40
番
）
は
、

何
れ
も
「
拷
問
」
の
記
載
が
あ
り
拷
問
死
で
あ
ろ
う
。
元
禄
八
・
九
年
の
弘
前
・
青

森
両
牢
に
お
け
る
拷
問
死
率
は
少
な
く
と
も
一
八
・
五
％
以
上
、
不
明
を
除
い
て
計

算
す
れ
ば
、
二
六
・
一
％
以
上
で
あ
る
。
拷
問
は
自
白
す
る
ま
で
断
続
的
に
続
け
ら

れ
る
の
が
、
江
戸
期
の
刑
政
に
お
け
る
吟
味
の
原
則
で
あ
り
、
自
白
せ
ず
、
牢
死
も

し
な
け
れ
ば
、
原
則
と
し
て
牢
問
（
拷
問
）
は
継
続
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
前
述
し
た

よ
う
に
、
狭
義
の
拷
問
は
、
厳
し
い
条
件
が
付
さ
れ
、
抑
制
的
に
運
用
さ
れ
る
よ
う

規
定
さ
れ
て
は
い
る
が
、
飢
饉
下
の
現
実
な
ど
を
前
に
し
て
は
抑
制
の
箍
も
緩
ん
だ

と
考
え
ら
れ
る
。
況
し
て
、
上
級
の
統
治
権
力
が
公
儀
と
し
て
の
抑
制
の
意
思
を
一

度
放
棄
し
た
と
あ
ら
ば
、
そ
の
下
級
役
人
の
吟
味
に
お
い
て
は
暴
力
が
大
手
を
振
っ

て
踊
り
出
す
こ
と
も
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

本
稿
（
上
・
下
）
は
、
四
章
に
わ
た
っ
て
、
元
禄
八
・
九
年
飢
饉
下
の
弘
前
藩
の

牢
死
の
実
態
を
実
証
的
か
つ
多
角
的
に
考
察
し
、
大
量
牢
死
の
原
因
を
追
究
し
た
。

飢
饉
下
の
弘
前
・
青
森
両
牢
の
牢
死
者
一
二
四
人
の
死
亡
原
因
の
分
析
か
ら
は
、
江

戸
時
代
の
吟
味
過
程
の
本
質
的
要
素
た
る
自
白
至
上
主
義
が
格
別
に
大
き
な
影
響
力

を
ふ
る
い
、
弘
前
藩
に
限
ら
ず
幕
府
・
諸
藩
の
宿
痾
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
が
推
定

さ
れ
る
。
一
般
に
、
江
戸
時
代
の
全
期
に
わ
た
る
牢
死
の
多
発
現
象
は
、
食
糧
事
情

や
牢
の
過
剰
拘
禁
ま
た
牢
内
管
理
体
制
の
問
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
自
白
と
拷
問

が
一
体
と
な
っ
て
吟
味
過
程
を
支
配
す
る
あ
り
方
が
、
そ
の
主
犯
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
江
戸
幕
藩
制
に
お
い
て
は
、
牢
死
は
統
治
術
の
ひ
と
つ
と
し
て
制
度
化
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
弘
前
藩
の
牢
死
の
考
察
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
牢
死
や

「
御
仕
置
」
に
関
与
し
た
統
治
主
体
と
し
て
の
弘
前
藩
当
局
の
面
相
と
は
如
何
な
る

も
の
で
あ
っ
た
か
、
以
下
に
整
理
す
る
。

①
大
飢
饉
下
と
は
い
え
、
弘
前
牢
・
青
森
牢
の
総
出
牢
者
の
五
三
・
九
％
が
死
ん
で

出
牢
し
た
。
そ
れ
は
、
高
い
牢
死
率
（
三
二
・
七
％
）
と
高
い
重
罪
者
率
（
元
禄
九

年
弘
前
牢
一
六
・
七
％
）
に
よ
る
も
の
だ
。
特
に
、
弘
前
藩
で
は
磔
刑
の
多
用
が
目

立
ち
、
厳
刑
に
よ
る
領
民
の
見
懲
ら
し
は
、
平
時
の
弘
前
藩
の
面
相
と
し
て
も
領
民

に
感
受
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

②
大
飢
饉
下
の
弘
前
牢
の
混
雑
度
を
グ
ラ
フ
上
に
可
視
化
し
て
み
た
。
一
畳
に
三
〜

四
人
の
過
剰
拘
禁
は
想
像
を
越
え
て
い
る
が
、
弘
前
藩
当
局
が
ど
の
よ
う
な
考
え
を

も
っ
て
対
応
し
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
た
だ
弘
前
牢
を
見
る
限
り
、
混
雑
の
ピ
ー
ク

と
牢
死
員
数
の
ピ
ー
ク
は
、
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
し
て
い
る
。

③
弘
前
藩
の
平
時
の
牢
賄
の
仕
組
と
内
容
は
、
村
賄
・
町
賄
・
藩
に
よ
る
賄
何
れ
に

お
い
て
も
他
藩
と
比
し
て
も
大
差
は
な
い
。
ま
た
「
現
物
運
搬
」
が
原
則
で
あ
っ
た

と
い
う
点
は
、
お
そ
ら
く
藩
当
局
が
貸
渡
し
た
後
の
焦
げ
付
き
を
で
き
る
だ
け
避
け

た
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
飢
饉
時
と
は
い
え
、
一
日
一
人
一

合
の
給
与
で
は
、
近
い
将
来
の
飢
餓
死
・
病
死
は
避
け
ら
れ
な
い
。

④
牢
賄
は
、
村
や
町
、
藩
が
負
担
す
る
と
は
い
え
、
給
与
の
許
可
は
藩
当
局
が
行
っ

た
。
こ
の
許
可
制
が
、
牢
死
の
多
発
に
極
め
て
大
き
く
影
響
し
た
。
月
毎
の
「
現
物

運
搬
」
の
可
能
な
入
牢
者
は
と
も
か
く
、「
拝
領
（
貸
渡
）」
を
願
う
入
牢
者
は
、
藩
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当
局
の
吟
味
へ
の
協
力
を
約
束
し
た
う
え
で
給
与
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
入
牢
者
の
協
力
内
容
た
る
有
効
な
自
白
の
見
込
み
が
な
く
、
ま
た
確
た
る

無
罪
の
心
証
も
得
ら
れ
な
け
れ
ば
赦
免
出
牢
も
な
く
、
牢
賄
は
給
与
さ
れ
な
い
か
、

あ
る
い
は
停
止
さ
れ
た
ま
ま
牢
内
に
放
置
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
入
牢
日
数
三
〇

日
前
後
か
ら
六
・
七
〇
日
前
後
の
牢
死
者
は
、
基
本
的
に
は
事
実
上
の
餓
死
刑
に
処

せ
ら
れ
た
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
藩
当
局
に
よ
る
棍
棒
や
太
刀
の
圧
倒
的

暴
力
に
よ
る
殺
害
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、
見
か
け
上
は
寛
大
な
不
作
為
的
解
決

策
と
考
え
ら
れ
も
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　

大
飢
饉
中
と
は
い
え
、
統
治
の
主
体
と
し
て
の
弘
前
藩
当
局
の
牢
賄
の
不
給
与
は
、

入
牢
者
へ
の
慮
り
を
著
し
く
欠
い
て
い
る
。
そ
も
そ
も
元
禄
八
年
の
大
凶
作
が
、
弘

前
藩
領
民
を
大
飢
饉
の
猛
威
に
直
面
さ
せ
た
の
は
、
藩
当
局
に
よ
る
上
方
借
銀（
金
）

主
へ
の
引
当
米
や
家
臣
の
知
行
米
の
上
方
回
漕
の
強
行
、
い
わ
ゆ
る
「
飢
餓
移
出）

122
（

」

が
主
た
る
原
因
だ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
領
民
に
対
す
る
弘
前
藩
の
公

儀
と
し
て
の
公
正
・
公
平
ま
た
撫
民
に
関
わ
る
責
任
感
の
薄
弱
さ
は
、
具
体
的
に
経

験
さ
れ
た
災
厄
と
し
て
領
民
か
ら
領
民
へ
語
り
伝
え
ら
れ
、
後
代
ま
で
弘
前
藩
領
民

の
倫
理
的
基
底
層
に
滲
透
し
、
町
や
村
の
共
同
体
と
し
て
の
面
相
を
も
規
定
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
藩
主
信
政
は
、
元
禄
九
年
六
月
二
日
弘
前
に
帰
城
し
て
い
る
。

⑤
弘
前
藩
は
、
火
付
・
火
罪
と
生
類
憐
み
令
関
連
の
仕
置
に
つ
い
て
は
、
場
合
に

よ
っ
て
は
自
分
仕
置
権
の
権
限
外
に
あ
る
と
し
て
、
幕
府
の
意
向
を
伺
っ
て
い
る
。

言
わ
ば
大
公
儀
案
件
と
し
て
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
、
吟
味
・
御
仕
置
を
実
行
し

た
。
元
禄
飢
饉
下
で
は
な
い
が
、
本
稿
（
上
）
の
註
記
（
28
）
で
紹
介
し
た
石
田
坂

村
の
熊
殺
一
件
で
も
、
撫
民
の
配
慮
を
欠
き
、
領
民
を
「
生
類
憐
み
令
」
違
反
者
と

し
て
江
戸
へ
送
っ
た
藩
の
対
応
は
、
弘
前
藩
の
事
大
主
義
的
な
面
相
を
語
っ
て
い
よ

う
。

⑥
弘
前
藩
の
縁
座
制
は
、
厳
し
く
行
わ
れ
て
い
た
。
前
述
の
火
付
・
殺
人
に
縁
座
し

た
「
女
親
類
」
は
、
同
時
期
の
幕
府
の
規
定
で
は
「
構
い
な
し
」
あ
る
い
は
「
奴
」

刑
の
筈
だ
が
、
男
子
四
人
と
と
も
に
妻
子
二
人
は
牢
死
、
妻
一
人
は
領
外
追
放
さ
れ

た
。
弘
前
藩
の
厳
罰
主
義
は
縁
座
に
お
い
て
も
貫
徹
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

註（
76
）「
国
日
記
」
元
禄
十
年
八
月
二
十
日
条
に
、
野
内
町
同
心
警
固
桜
庭
仁
右
衞
門
の

牢
賄
が
、
野
内
村
（
町
）
中
よ
り
賄
わ
れ
る
筈
だ
が
、
村
（
町
）
中
が
渇
命
の
躰
か

つ
弘
前
牢
は
遠
所
で
あ
る
た
め
、現
物
運
搬
は
困
難
で
あ
り
、村
（
町
）
中
拝
借
（
貸

渡
）
に
な
っ
た
と
の
記
述
が
あ
る
。
当
時
、
弘
前
藩
は
牢
賄
の
現
物
運
搬
を
原
則
と

し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
野
内
番
所
の
馬
の
通
行
に
つ
い
て
は
、『
新
青
森
市
史
』

（
資
料
編
5
近
世
（
3
）
青
森
市
史
編
集
委
員
会
編
）
三
四
三
頁
参
照
。

（
77
）
黒
瀧
十
二
郎
『
日
本
近
世
の
法
と
民
衆
』（
高
科
書
店　

一
九
九
四
年
）
四
二
頁

〜
四
四
頁
。
差
入
れ
に
関
連
す
る
条
項
と
し
て
、『
御
用
格
』（
寛
政
本
、「
第
十
三

牢
屋　

元
禄
十
年
六
月
」　

長
谷
川
成
一
校
訂
、
弘
前
市
教
育
委
員
会　

一
九
九
一

年
）
に
、「
牢
屋
江
朝
夕
之
食
物
之
外
火
道
具
金
物
之
類
不
寄
何
品
ニ
堅
不
可
入
候
、

衣
類
其
外
不
入
し
て
不
叶
物
有
之
候
ハ
ヽ
可
任
差（

指
）図
事
」
と
あ
る
。
食
物
の
差
入
れ

は
、「
衣
類
其
外
不
入
し
て
不
叶
物
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
指
図
を
受
け
な
が
ら
牢

内
へ
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
78
）「
国
日
記
」
元
禄
九
年
七
月
三
十
日
条
に
「
今
日
病
死
」
と
あ
る
。

（
79
）
前
掲
（
12
）
参
照
。『
御
仕
置
裁
許
帳
』
は
、「
江
戸
牢
屋
入
牢
者
の
記
録
た
る
町

奉
行
所
所
蔵
の
牢
帳
よ
り
裁
判
上
、
後
の
〔
例
〕
と
も
な
る
べ
き
事
例
、
九
百
七
十

餘
件
を
選
出
し（
略
）分
類
編
纂
し
た
も
の
で
」、「
掲
載
事
件
の
年
代（
入
牢
の
年
月
）

は
明
暦
三
年
よ
り
元
禄
十
二
年
に
亘
っ
て
居
る
。」（｢

序｣

石
井
良
助
）。



―  17 ―

（
80
）『
国
史
大
辞
典
』（「
自
白
」
の
項　

利
光
三
津
夫
）。（
吉
川
弘
文
館
、
ジ
ャ
パ
ン

ナ
レ
ッ
ジ
を
使
用
）

（
81
）
瀬
田
勝
哉
「
神
判
と
検
断
」（『
日
本
の
社
会
史　

第
5
巻　

裁
判
と
規
範
』（
岩

波
書
店　

一
九
八
七
年
）　

七
六
頁
〜
八
二
頁
。

（
82
）「
6
盗
み
」（
笠
松
宏
至
）
七
一
頁
〜
八
七
頁
（
網
野
善
彦
・
石
井
進
・
笠
松
宏
至
・

勝
俣
鎮
夫
『
中
世
の
罪
と
罰
』
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
八
三　

所
収
）

（
83
）
前
掲
（
80
）『
国
史
大
辞
典
』（「
自
白
」
の
項　

利
光
三
津
夫
。）

（
84
）
平
松
義
郎
『
近
世
刑
事
訴
訟
法
の
研
究
』（
創
文
社　

初
出
一
九
六
〇
年
）　

八
三

三
頁
・
八
三
四
頁
。

（
85
）
前
掲
（
84
）
平
松
義
郎
、
八
三
五
頁
〜
八
三
七
頁
。
ま
た
、
以
下
の
よ
う
な
ケ
ー

ス
も
あ
っ
た
。「
国
日
記
」
元
禄
九
年
十
二
月
十
七
日
条
に
よ
れ
ば
、「
長
濱
の
松
兵

衛
」
は
、
悪
事
を
重
ね
、
逮
捕
・
入
牢
と
な
り
吟
味
を
受
け
て
い
た
が
、「
松
兵
衛

儀
度
々
口
聞
申
候
得
共
、
徒
事
仕
候
儀
無
之
候
由
申
候
」
て
、
自
白
を
と
れ
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
、
松
兵
衛
兄
の
長
濱
甚
左
衛
門
方
よ
り
「
如
何
様
之
御
仕
置
ニ
も
被
仰

付
可
被
下
候
由
」
の
書
付
を
「
申
出
」
さ
せ
、
死
罪
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
本
人
の

自
白
の
代
わ
り
に
、
親
族
の
許
諾
あ
る
い
は
要
請
が
、
藩
当
局
を
し
て
死
罪
に
踏
み

切
ら
せ
た
。
親
族
の
申
出
が
証
明
力
と
な
り
得
た
と
こ
ろ
に
、
江
戸
期
刑
政
の
特
徴

が
表
れ
て
い
る
。

（
86
）
大
谷
實
『
刑
事
法
入
門
』（
有
斐
閣　

二
〇
一
四
年
）
一
七
七
頁
。
現
代
の
被
疑
者
・

被
告
人
は
、
憲
法
・
刑
事
訴
訟
法
な
ど
に
よ
り
種
々
保
護
さ
れ
て
い
る
。
自
白
に
関

連
し
た
も
の
だ
け
で
も
、
自
白
を
強
要
さ
れ
な
い
権
利
、
自
白
に
任
意
性
が
な
け
れ

ば
そ
の
自
白
は
証
拠
能
力
を
失
う
こ
と
、
例
え
ば
司
法
警
察
職
員
の
偽
計
な
ど
に
よ

る
自
白
の
証
拠
能
力
の
否
定
な
ど
種
々
存
在
す
る
。
ま
た
拷
問
は
禁
止
さ
れ
、
自
己

に
不
利
益
な
供
述
を
強
要
さ
れ
な
い
と
い
う
自
己
負
罪
拒
否
の
特
権
や
他
に
も
令
状

主
義
や
弁
護
人
選
任
権
と
そ
の
自
由
交
通
権
な
ど
被
疑
者
の
防
禦
活
動
が
保
障
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
日
本
、
ま
た
世
界
の
過
去
の
歴
史
を
鑑
み
た
上
の
、
相
当
に

精
緻
な
被
疑
者
・
被
告
人
の
保
護
策
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。

（
87
）「
国
日
記
」
元
禄
九
年
五
月
九
日
条
で
は
、「
口
上
書
二
通
差
出
之
、
主
膳
江
達
青

盛
之
籠
江
入
置
口
聞
（
傍
点
―
筆
者
）
可
申
旨
靑
盛
町
奉
行
江
申
渡
之
」
と
あ
り
、
文

脈
上
「
く
ち
き
か
せ
」
と
読
む
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
京
都
六
角
牢
に
四
間

半
×
二
間
の
十
四
畳
の
「
口
聞
所
」
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。（
瀧
川
政
次
郎
『
日
本

行
刑
史
』
青
蛙
房　

一
九
六
一
年
）。
二
三
七
頁
。

（
88
）
前
掲
（
84
）
平
松
義
郎
、
七
六
二
頁
〜
七
七
四
頁
。

（
89
）
前
掲
（
84
）
平
松
義
郎
、
八
二
九
頁
・
八
三
二
頁
。

（
90
）
黒
瀧
十
二
郎
『
津
軽
藩
の
犯
罪
と
刑
罰
』（
北
方
新
社　

一
九
八
四
年
）
二
六
頁
。

（
91
）「
公
事
方
御
定
書
」（『
徳
川
禁
令
考
』
別
巻　

石
井
良
助
編
纂　

創
文
社　

一
九

六
一
年
）

（
92
）
前
掲
（
84
）
平
松
義
郎
、
七
九
四
頁
〜
八
〇
〇
頁
。
平
松
は
、
笞
打
・
石
抱
・
海

老
責
を
牢
問
、
釣
責
の
み
を
狭
義
の
拷
問
と
し
て
区
分
し
、「
海
老
責
は
使
用
さ
れ

る
事
の
少
な
か
っ
た
例
外
的
な
牢
問
で
あ
」
り
、
狭
義
の
拷
問
の
釣
責
は
「
文
化
初

年
以
後
幕
末
ま
で
」「
ほ
と
ん
ど
不
用
に
帰
し
た
」
と
概
括
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
笞

打
、
石
抱
だ
け
は
、
頻
繁
で
は
な
い
に
し
て
も
、
実
際
に
用
い
ら
れ
て
い
た
制
度
で

あ
っ
た
」と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
平
松
の
考
察
は
、自
ら
断
っ
て
い
る
よ
う
に『
公

事
方
御
定
書
』
の
成
立
以
後
、
主
に
近
世
後
半
の
諸
史
料
を
使
っ
て
、
法
制
度
の
構

造
的
理
解
を
主
眼
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
近
世
前
中
期
の
史
料
や
幕
府

以
外
の
諸
藩
の
具
体
的
事
例
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
諸
藩
の
刑
法
・

刑
罰
が
、幕
府
法
へ
の
同
一
化
の
過
程
で
あ
る
か
ど
う
か
の
議
論
は
措
く
と
し
て
も
、

　
　

幕
藩
統
治
権
力
の
本
質
的
性
格
、
ま
た
広
く
支
配
権
力
に
つ
い
て
の
普
遍
的
考
察
の

た
め
に
も
、
近
世
前･

中
期
の
諸
藩
の
刑
政
史
を
詳
細
に
明
ら
か
に
す
る
作
業
は
重

要
で
あ
る
。

　
　
　

前
掲
（
77
）
黒
瀧
十
二
郎
『
日
本
近
世
の
法
と
民
衆
』
に
よ
れ
ば
、
弘
前
藩
に
お

い
て
は
、「
拷
問
籠
」
で
の
「
釣
責
」（｢

国
日
記｣

天
和
二
年
九
月
二
日
条
）
や
在
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郷
で
の「
水
攻
」（｢

同｣

天
和
三
年
十
一
月
九
日
条
）、ま
た「
ゑ
ひ
せ
め
拷
問
」（「
同
」

元
禄
五
年
十
二
月
六
日
条
）
な
ど
の
例
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
（
一
二
頁
〜
一
四
頁
）、

少
な
く
と
も
元
禄
期
ま
で
の
弘
前
藩
で
は
、
狭
義
の
拷
問
＝｢

釣
責｣

も
牢
問
の
ひ

と
つ
「
海
老
責
」
も
実
施
が
確
認
さ
れ
る
。
弘
前
藩
の｢

国
日
記｣

に
は
、
他
に
例

を
見
な
い
ほ
ど
、
事
犯
の
口
書
が
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
ら

を
採
集
し
、
例
え
ば
「
弘
前
藩
御
仕
置
集
」（
仮
題
）
を
編
纂
す
れ
ば
、『
御
仕
置
裁

許
帳
』
並
に
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
斯
界
に
資
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
93
）
前
掲
（
84
）
平
松
義
郎
、
七
八
〇
頁
。

（
94
）
前
掲
（
84
）
平
松
義
郎
、
平
松
八
二
七
頁
・
八
二
八
頁
。

（
95
）「
国
日
記
」
元
禄
五
年
十
一
月
二
十
九
日
条
に
よ
れ
ば
、
被
疑
者
二
人
の
「
口
聞
」

の
た
め
、
家
老
三
人
、
ほ
か
用
人
・
大
目
付
・
四
役
・
目
付
た
ち
が
会
所
に
出
座
し
、

「
口
聞
者
就
有
之
会
所
江
芦
沢
貞
右
衞
門
罷
出
」
と
あ
る
。
芦
沢
貞
右
衞
門
な
る
者

が
牢
問
（
拷
問
）
の
熟
練
者
あ
る
い
は
専
任
者
と
し
て
呼
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
96
）
弘
前
藩
の
各
町
同
心
、
郡
奉
行
配
下
の
吏
員
、
足
軽
目
付
、
目
明
な
ど
が
逮
捕
・

下
吟
味
の
役
割
を
担
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
詳
細
調
査
が
必
要
で
あ
る
。

（
97
）『
旧
事
諮
問
録
』
第
一
編
第
三
回
（
岩
波
文
庫　

一
九
八
六
年
）
一
三
一
頁
・
一

三
二
頁
。
ま
た
、
前
掲
（
84
）
平
松
義
郎
、
八
二
八
頁
参
照
。

（
98
）
後
掲
（
110
）
参
照
。

（
99
）
前
掲
（
6
）
ダ
ニ
エ
ル
・
Ｖ
・
ボ
ツ
マ
ン　

八
七
頁
〜
九
一
頁
。
弘
前
藩
は
「
乞

食
居
所
」
と
し
て
、
弘
前
町
の
楮
新
田
周
辺
の
空
地
と
畑
を
あ
て
る
こ
と
を
決
定
し

て
い
る
（「
国
日
記
」
宝
永
五
年
十
月
二
十
一
日
条
）。

（
100
）
荻
生
徂
徠
『
政
談
』（
岩
波
文
庫　

二
〇
〇
八
年
）。
二
四
九
頁
〜
二
五
二
頁
。

（
101
）「
国
日
記
」
元
禄
九
年
九
月
二
日
条
。

（
102
）「
国
日
記
」
元
禄
九
年
八
月
二
十
二
日
条
。

（
103
）「
国
日
記
」
元
禄
九
年
九
月
二
日
条
。

（
104
）
例
え
ば
、金
木
村
の
火
付
・
盗
人
は
、金
木
村
で
獄
門
に
処
せ
ら
れ
た
（「
国
日
記
」

元
禄
八
年
十
二
月
二
日
条
）。
ま
た
、
弘
前
藩
が
幕
府
に
伺
い
を
立
て
た
上
で
、
火

罪
を
執
行
し
た
事
例
は
、
管
見
の
限
り
、「
火
付
次
郎
」
の
「
国
日
記
」
の
史
料
以

外
に
は
見
い
出
せ
な
い
。

（
105
）
前
掲
（
84
）
平
松
義
郎
、
一
一
一
〇
頁
。
江
戸
期
前
・
中
期
の
縁
坐
の
仕
置
状
況

に
つ
い
て
は
、
幕
府
の
『
御
仕
置
裁
許
帳
』
と
弘
前
藩
「
国
日
記
」
の
適
用
例
を
比

較
考
察
す
れ
ば
益
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

（
106
）
吉
田
正
志
『
仙
台
藩
の
罪
と
罰
』（
慈
学
社
出
版　

二
〇
一
三
年
）。
一
五
一
頁
〜

一
六
五
頁
。

（
107
）「
国
日
記
」
元
禄
四
年
閏
八
月
十
六
日
条
。
本
稿
（
上
）（
28
）
で
註
記
し
た
「
石

田
坂
事
件
」
で
主
犯
次
兵
衛
（
遠
島
）
の
妻
・
男
子
治
郎
（
五
才
）・
女
子
ま
め
（
二

才
）
が
縁
座
し
、
他
の
共
犯
二
人
と
と
も
に
南
部
口
追
放
と
な
っ
た
。「
狩
場
沢
御

境
目
迠
付
添
参
追
放
申
付
之
、
右
之
者
共
歩
行
難
成
候
者
何
之
郷
ニ
而
も
庄
屋
ニ
申
付

馬
を
出
せ
乗
せ
可
申
候
（
傍
点
―
筆
者
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
被
追
放
者
の
な
か
に

歩
行
で
き
な
い
程
衰
弱
し
た
者
が
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
弘
前
牢
か
ら
宿
継
に
て
狩
場

沢
ま
で
護
送
さ
れ
て
い
る
。
杢
兵
衛
女
房
も
同
様
に
護
送
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
108
）「
国
日
記｣

元
禄
九
年
五
月
二
十
三
日
・｢

同｣

元
禄
九
年
五
月
二
十
七
日
条
。｢

南
部｣

―
「
山
庄
大
夫
」
―
人
買
い
と
い
う
意
味
連
関
を
擬
装
し
、｢

申
由｣

と
い

う
語
り
口
で
自
ら
の
流
言
に
確
か
ら
し
さ
を
与
え
流
布
さ
せ
る
弘
前
藩
当
局
の
手
法

は
、｢

国
日
記｣

に
頻
出
す
る
。
そ
の
代
表
例
が
「
丹
後
日
和
」
で
あ
る
。
筆
者
は

そ
の
初
発
を
調
査
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
慢
性
的
な
飢
餓
状
態
の
領
民
統
治
術
の
一

つ
と
し
て
、
こ
の
創
作
譚
は
幕
末
期
ま
で
藩
当
局
に
よ
っ
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
た
。

（
109
）「
国
日
記
」
元
禄
九
年
六
月
七
日
条
。
尚
、
盛
岡
藩
で
は
「
飢
饉
ニ
付
、
他
領
之
も

の
な
と
入
込
候
儀
も
可
有
之
候
間
、
先
達
申
渡
候
通
、
他
領
も
の
ハ
其
出
所
承
届
、

送
を
付
本
所
へ
相
戻
し
可
被
申
候
」（『
盛
岡
藩
雑
書
』（
盛
岡
市
教
育
委
員
会
・
盛

岡
市
中
央
公
民
館
編　

一
九
九
六
年
、
元
禄
九
年
正
月
二
十
一
日
条
）
と
各
地
の
代

官
に
複
数
回
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
。
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（
110
）
刑
務
協
会
『
日
本
近
世
行
刑
史
稿
上
』（
一
九
四
三
年
）、
三
六
八
頁
。
弘
前
牢
の

死
骸
の
「
取
捨
」
と
「
片
付
」
は
、
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
の
か
。
詳
細
は
不
明
だ

が
い
く
つ
か
例
を
示
そ
う
。「
国
日
記
」
元
禄
七
年
六
月
六
日
条
に
よ
れ
ば
、
科
人

の
六
枚
橋
村
茂
左
衛
門
が
牢
死
し
、「
死
骸
獄
屋
之
前
江
可
埋
置
」
よ
う
町
奉
行
に
申

し
渡
し
て
い
る
。
ま
た
、「
国
日
記
」
元
禄
七
年
三
月
二
十
九
日
条
に
よ
れ
ば
、
科

人
の
八
幡
崎
村
庄
屋
九
右
衞
門
が
牢
死
し
、「
一
類
共
依
願
死
骸
被
下
之
」
た
場
合

も
あ
る
。
元
禄
九
年
五
月
二
十
七
日
、
表
7
―
1
の
60
番
の
広
須
村
佐
五
兵
衛
子
火

付
の
さ
る
が
、
三
五
日
の
入
牢
の
末
牢
死
し
た
。
乞
食
に
首
を
切
ら
せ
埋
め
置
か
せ

て
い
る
。

（
111
）
元
禄
八
・
九
年
飢
饉
時
の
領
民
の
具
体
的
様
子
を
記
し
た
史
料
と
し
て
は
、｢

国

日
記｣

元
禄
八
年
十
二
月
二
十
四
日
条
の
「
郡
奉
行
對
馬
万
右
衞
門
覚
書
」
と
添
田

儀
左
衛
門
の
『
耳
目
心
通
記
』（
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
第
七
巻　

三
一
書
房　

森
嘉
兵
衛
・
谷
川
健
一
編　

一
九
七
〇
年
）
を
参
照
。
前
者
は
、
外
ヶ
浜
領
民
の
深

刻
な
飢
餓
の
事
態
と
緊
急
に
必
要
と
さ
れ
る
対
策
に
つ
い
て
、
藩
首
脳
に
向
け
て
詳

細
か
つ
具
体
的
に
訴
え
た
も
の
で
あ
り
、
元
禄
八
・
九
年
飢
饉
の
記
録
と
し
て
は
、

他
に
例
を
見
な
い
程
当
事
者
と
し
て
事
態
に
踏
み
込
ん
だ
、
言
わ
ば
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

と
言
っ
て
よ
い
。
万
右
衞
門
は
「
諸
人
く
つ
ろ
き
」（「
国
日
記
」
元
禄
九
年
五
月
十

八
日
条
）
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
津
軽
半
島
を
奔
走
し
、
地じ

か
た方

諸
人
の
暮
ら
し
向
き
に
寄

り
添
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
自
身
の
「
才
覚
」
で
支
配
下
領
民
の
夫
喰
米
代
を
商
人

か
ら
借
り
受
け
る
な
ど
（「
国
日
記
」
元
禄
七
年
四
月
二
十
八
日
条
）、
直
接
手
を
さ

し
の
べ
、
ま
た
代
官
や
下
僚
の
面
倒
も
よ
く
み
た
郡
奉
行
と
し
て
、｢

国
日
記｣

に

登
場
す
る
吏
員
の
中
で
も
ひ
と
き
わ
異
彩
を
放
っ
て
い
た
。
飢
饉
後
ま
も
な
く
財
津

久
右
衞
門
主
導
の
検
見
の
仕
方
を
め
ぐ
っ
て
藩
首
脳
と
対
立
し
閉
門
、
さ
ら
に
藩
主

信
政
の
「
御
城
御
普
請
」
計
画
（「
国
日
記
」
宝
永
五
年
八
月
三
日
・｢

同｣

同
八
月

十
九
日
・｢

同｣

同
十
二
月
二
日
条
）
な
ど
を
め
ぐ
る
藩
内
対
立
に
連
座
し
、
再
度

の
閉
門
（｢

国
日
記｣

宝
永
五
年
十
一
月
九
日
条
）
の
う
ち
に
死
去
（
宝
永
六
年
十

一
月
『
平
山
日
記
』）、「
父
万
右
衞
門
儀
閉
門
之
内
就
相
果
候
、
如
御
定
法
闕
所
被

仰
付
候
、
尤
両
人
共
弘
前
被
成
御
構
候
」（｢

国
日
記｣

宝
永
七
年
二
月
九
日
条
）。

万
右
衞
門
家
は
改
易
さ
れ
、
二
人
の
息
子
丈
之
助
・
勝
之
助
は
弘
前
追
放
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
赦
免
や
再
興
の
話
は
聞
か
な
い
。

　
　
　

凶
作
や
不
作
、
ま
た
戦
乱
に
よ
ら
な
い
領
民
の
慢
性
的
飢
餓
と
は
、
如
何
な
る
事

態
で
あ
る
か
。
万
右
衞
門
は
、
撫
民
を
慮
る
こ
と
が
つ
ゆ
な
か
っ
た
こ
の
時
期
の
藩

主
と
そ
の
取
巻
の
下
に
あ
っ
て
、
痛
々
し
く
も
「
諸
人
く
つ
ろ
き
」
の
実
践
（｢

国

日
記｣

宝
永
五
年
九
月
八
日
・「
同
」
同
九
月
二
十
四
日
・｢

同｣

同
九
月
二
十
六
日
条
）

に
務
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
強
靱
な
倫
理
性
に
裏
打
ち
さ
れ
た
批
判
と
実
行

の
足
跡
は
、
当
時
の
藩
政
の
動
向
と
併
せ
て｢

国
日
記｣

や
『
平
山
日
記
』
等
で
丁

寧
に
辿
り
、
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
が
俟
た
れ
る
。
一
人
の
郡
奉
行
の
目
か
ら
見
た

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
津
軽
の
元
禄
時
代
は
、
今
ま
で
と
は
趣
の
違
う
光
景
を
見
せ
て
く
れ

る
可
能
性
が
あ
る
。（『
平
山
日
記
』
み
ち
の
く
双
書
第
二
十
二
集　

青
森
県
文
化
財

保
護
協
会
編
集
兼
発
行
人　

一
九
七
九
年　

一
五
五
頁
・
一
七
八
頁
、『
永
禄
日
記
』

み
ち
の
く
叢
書
第
一
巻　

青
森
県
文
化
財
保
護
協
会
編　

一
九
八
三
年　

一
一
七

頁
・
一
一
九
頁
、
浪
川
健
治
「
宝
永
期
藩
政
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
：
桜
庭
太
郎
左

衛
門
『
建
白
書
』
の
検
討
」
弘
前
大
学
國
史
研
究
88　

一
九
九
〇
年
、
拙
稿
「
弘
前

藩
に
お
け
る
元
禄
八
・
九
年
飢
饉
の
諸
相
（
1
）」『
北
奥
文
化
』
第
39
号　

二
〇
一

八
年　

｢

郡
奉
行
對
馬
万
右
衛
門
覚
書｣

の
翻
刻
文
を
掲
載
）

（
112
）
元
禄
九
年
一
月
「
盗
賊
改
」
が
設
置
さ
れ
、
岡
半
兵
衛
・
溝
江
兵
左
衛
門
・
唐
牛

十
郎
右
衞
門
が
任
命
さ
れ
、
元
禄
九
年
一
月
二
十
八
日
に
三
人
は
「
火
廻
り
常
役
」

も
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
113
）
前
掲
（
111
）『
耳
目
心
通
記
』
で
は
、｢

三
十
二
人
か
ら
め
さ
せ
、
則
籠
屋
へ
被
遣

し
な
り
。
其
外
町
々
に
て
五
人
七
人
或
は
在
々
よ
り
も
か
ら
め
取
て
、
弘
前
へ
引
出

す
事
は
日
々
夜
々
の
こ
と
く
な
り
。
或
は
打
た
ゝ
き
て
追
放
し
、
或
は
突
こ
ろ
し
、

切
殺
し
た
る
も
多
か
り
し
な
り
。｣

と
記
さ
れ
て
い
る
。
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（
114
）
こ
の
場
合
に
お
け
る
「
御
近
習
小
姓
」
の
役
割
は
何
で
あ
っ
た
か
不
明
で
あ
る
。

（
115
）「
国
日
記
」
元
禄
九
年
九
月
十
九
日
条
。
訴
人
は
同
囚
の
者
た
ち
の
攻
撃
の
手
か

ら
保
護
す
る
た
め
に
出
牢
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
糠
坪
村
庄
屋
所
へ
盗

み
に
誘
っ
た
張
本
人
の
ひ
と
り
で
あ
る
孫
右
衞
門
は
、
訴
人
し
て
、
時
を
隔
て
ず
目

明
に
起
用
さ
れ
て
い
る
。
弘
前
藩
の
目
明
は
、
町
奉
行
支
配
で
あ
り
、
複
数
人
存
在

し
た
。
目
明
庄
左
衛
門
は
、
切
米
三
十
俵
、
孫
右
衞
門
や
半
四
郎
は
、
町
賄
を
受
け

て
お
り
、
屋
敷
も
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
目
明
源
十
郎
の
よ
う
に
、
領
民
に
偽
っ

て
盗
人
の
罪
を
申
掛
け
、
反
物
を
取
り
上
げ
た
科
で
入
牢
す
る
な
ど
悪
事
に
及
ぶ
者

も
存
在
し
た
（「
国
日
記
」
元
禄
十
二
年
五
月
二
十
三
日
条
）。

（
116
）「
国
日
記
」
元
禄
九
年
九
月
十
九
日
条
。

（
117
）
前
掲
（
40
）『
解
題
書
目
第
二
十
集
：
松
井
四
郎
兵
衛
留
書
』（
青
森
県
立
図
書
館　

一
九
九
一
年
）
に
よ
れ
ば
、
石
渡
茶
屋
町
住
人
は
舟
渡
役
を
務
め
町
役
を
免
除
さ
れ

て
い
た
。
石
渡
は
、岩
木
川
左
岸
の
渡
船
場
で
あ
り
、歩
行
橋
が
架
け
ら
れ
て
い
た
。

藩
の
御
蔵
や
臨
時
の
非
人
小
屋
が
お
か
れ
、
川
原
で
は
相
撲
・
芝
居
が
興
行
さ
れ
る

な
ど
、
弘
前
城
下
と
鰺
ヶ
沢
や
広
須
新
田
な
ど
を
繫
ぐ
往
還
の
衝
に
あ
た
る
。

（
118
）「
国
日
記
」
元
禄
九
年
九
月
八
日
条
。

（
119
）
御
救
収
納

と
自
分
の
悪

を
取
り
替
え
た
濱
田
村
庄
屋
一
件
（「
国
日
記
」
元

禄
九
年
二
月
十
日
条
）、
新
城
村
へ
の
御
救

を
運
搬
中
、
畑
中
村
百
姓
が
粃
と
取

り
替
え
、統
人
出
で
ず
庄
屋
が
入
牢
し
た
一
件
（「
同
」
元
禄
九
年
二
月
二
十
日
条
）、

尾
別
村
庄
屋
が
餓
死
の
百
姓
へ
御
救
米
を
申
し
立
て
な
か
っ
た
不
届
一
件
（「
同
」

元
禄
九
年
十
一
月
十
日
条
）。

（
120
）
本
稿
（
上
）「
三
、
牢
賄
と
経
費
負
担
者
」
に
お
い
て
、「
御
仕
置
入
牢
者
」、
つ

ま
り
刑
罰
と
し
て
入
牢
さ
せ
ら
れ
て
い
る
者
が
藩
の
公
費
で
牢
賄
が
な
さ
れ
る
ケ
ー

ス
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
た
が
、
弘
前
藩
で
は
該
当
す
る
史
料
は
見
出
せ
な
い
。

（
121
）
前
掲
（
117
）
に
よ
れ
ば
、
町
同
心
は
、
弘
前
「
組
町
同
心
」
と
し
て
二
番
組
に
組

織
さ
れ
、町
同
心
警
固
が
七
人
、同
心
が
二
六
人
、町
目
付
が
二
人
任
じ
ら
れ
て
い
た
。

（
122
）
浪
川
健
治
「
津
軽
藩
政
の
展
開
と
飢
饉
―
特
に
元
禄
八
年
飢
饉
を
め
ぐ
っ
て
―
」

（『
歴
史
』
52　

一
九
七
五
年
）、
長
谷
川
成
一
『
弘
前
藩
』（
吉
川
弘
文
館　

二
〇

〇
四
年
）
一
一
六
頁
。

【
付
記
】
本
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
、
史
料
の
閲
覧
・
利
用
に
つ
き
弘
前
市
立
弘
前

図
書
館
に
ご
協
力
を
戴
い
た
。
ま
た
調
査
室
の
皆
様
、
特
に
福
井
敏
隆
氏
に
は
懇

切
な
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
と
弘
前
藩
に
関
す
る
種
々
の
情
報
を
提
供
か
つ
啓
蒙
し
て
い

た
だ
き
、
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

　
　

尚
、
第
145
号
掲
載
の
本
稿
（
上
）
5
頁
上
段
4
行
目
「『
総
出
牢
者
』
か
ら
差

引
き
」
は
削
除
、
14
頁
下
段
19
行
目
「
金
木
組
」
は
、「
飯
詰
組
」
が
正
し
く
、

20
行
目
「
遠
慮
」
は
、「
遠
慮
の
ち
閉
門
」
が
正
し
い
。
勘
違
い
・
誤
り
に
つ
い

て
は
、
読
者
諸
氏
の
御
指
摘
を
乞
う
と
と
も
に
、
ご
寛
恕
を
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。

（
た
て
や
ま
・
ま
こ
と　

弘
前
大
学
国
史
研
究
会
会
員
）


